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手形法・小切手法中の抵触規則に関する一考察

手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
に
関
す
る
一
考
察 

―
―
手
形
法
・
小
切
手
法
の
現
代
語
化
と
の
関
係
で
―
―

北　
　

澤　
　

安　
　

紀

一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
手
形
法
は
昭
和
七
年
に
、
小
切
手
法
は
昭
和
八
年
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
現
代
語
化
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
を
行
う
目

的
で
、
公
益
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、「
商
事
法
（
手
形
法
・
小
切
手
法
関
係
）
勉
強
会
（
以
下
、
勉
強
会
と

一　

は
じ
め
に

二　

手
形
法
八
八
条
二
項
の
「
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
と
通
則
法
四

条
二
項
の
「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」
の
関
係

三　

手
形
法
八
九
条
一
項
、
二
項
及
び
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
「
…

地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
の
意
義

四　

手
形
法
八
九
条
三
項
の
「
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
」
に
つ
い
て

五　

手
形
法
九
〇
条
一
項
「
義
務
ノ
効
力
」
及
び
同
条
二
項
の
「
署
名
ヨ

リ
生
ズ
ル
効
力
」
の
意
義

六　

手
形
法
九
一
条
の
「
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
の
意
義

七　

手
形
法
九
四
条
の
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
の
意
義

八　

手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法

九　

小
切
手
法
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
及
び
八
一
条
と
の
適
用

関
係

十　

お
わ
り
に
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い
う
）」）1
（

で
あ
る
。
平
成
二
五
年
一
二
月
に
、
そ
の
勉
強
会
の
成
果
と
し
て
、『
商
事
法
（
手
形
法
・
小
切
手
法
関
係
）
勉
強
会
報
告
書

（
以
下
、
報
告
書
と
い
う
）』
が
公
表
さ
れ
た）2
（

。
本
報
告
書
は
、
手
形
法
・
小
切
手
法
の
現
代
語
化
に
あ
た
り
検
討
す
べ
き
事
項
と
そ

の
問
題
意
識
を
掲
げ
た
後
で
、
個
別
の
論
点
ご
と
に
勉
強
会
で
の
検
討
結
果
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
の
手
形
法
・
小
切
手

法
は
、
一
九
三
〇
年
に
成
立
し
た
「
為
替
手
形
及
約
束
手
形
ニ
関
シ
統
一
法
ヲ
制
定
ス
ル
条
約
」
等
の
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
手

形
・
小
切
手
統
一
法
条
約
を
国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
勉
強
会
で
は
、
そ
の
よ
う
な
現
行
手
形
法
・
小
切
手
法
成
立

の
経
緯
を
踏
ま
え
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
の
議
事
録
に
つ
い
て
も
検
討
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
比
較
法
的
観
点
か
ら
、
わ
が
国
と
同
様

に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
手
形
・
小
切
手
統
一
法
条
約
を
批
准
し
て
い
る
ド
イ
ツ
法
及
び
フ
ラ
ン
ス
法
の
法
文
や
そ
の
解
釈
を
参
照
し
た
ほ
か
、

同
条
約
を
批
准
し
て
お
ら
ず
大
陸
法
系
の
手
形
法
・
小
切
手
法
と
は
異
な
る
法
体
系
を
も
つ
英
米
法
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
詳
細

な
検
討
が
行
わ
れ
た
。

　

報
告
書
が
と
り
上
げ
て
い
る
論
点
の
中
に
は
、
現
行
手
形
法
・
小
切
手
法
中
に
存
在
す
る
抵
触
規
則
の
現
代
語
化
に
関
す
る
も
の

も
幾
つ
か
あ
る
。
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
に
あ
た
る
の
が
、
手
形
法
附
則
八
八
条
か
ら
九
四
条
、
小
切
手
法
附
則
七
六

条
か
ら
八
一
条
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
手
形
行
為
・
小
切
手
行
為
の
準
拠
法
等
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
六
月

七
日
の
「
為
替
手
形
及
約
束
手
形
ニ
関
シ
法
律
ノ
或
牴
触
ヲ
解
決
ス
ル
為
ノ
条
約
（
以
下
、
手
形
抵
触
法
条
約
と
い
う
）」
及
び
一
九

三
一
年
三
月
一
九
日
の
「
小
切
手
ニ
関
シ
法
律
ノ
或
牴
触
ヲ
解
決
ス
ル
為
ノ
条
約
（
以
下
、
小
切
手
抵
触
法
条
約
と
い
う
）」
を
国
内

法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
は
、
準
拠
法
選
択
に
関
す
る
一
般
則
に
つ
い
て
は
、「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
、
通
則
法
と
い

う
）」（
二
〇
〇
七
年
一
月
一
日
施
行
）
が
定
め
て
お
り
、
そ
こ
に
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
、
方
式
、
行
為
能
力
の
準
拠
法
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
国
際
私
法
の
一
般
則
に
お
け
る
法
律
行
為
の
準
拠
法
に
関
す
る
抵
触
規
則
と
手
形
法
・
小
切

手
法
中
の
手
形
行
為
・
小
切
手
行
為
の
準
拠
法
に
関
す
る
抵
触
規
則
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
が
問
題
と
な
り
、
わ
が
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国
の
学
説
は
、
伝
統
的
に
、
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
を
通
則
法
の
特
則
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
。
通
則
法
が
制
定
さ
れ

る
前
の
法
例
の
時
代
か
ら
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
に
焦
点
を
当
て
た
論
文
は
数
多
く
公
表
さ
れ
て
き
た
し）3
（

、
そ
れ
ら
の

論
考
の
中
に
は
、
国
際
私
法
の
一
般
則
と
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、

通
則
法
の
制
定
以
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
論
考
も
あ
る）4
（

。

　

本
稿
の
目
的
は
、
先
に
挙
げ
た
報
告
書
を
題
材
に
、
現
行
法
の
解
釈
論
の
み
な
ら
ず
、
通
則
法
制
定
前
の
法
例
の
規
定
下
で
の
議

論
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
の
現
代
語
化
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
報
告
書
で
挙
げ
ら
れ
て
い
るN

o.109

か
らN

o.115

及
びN

o.132

の
次
の
八
つ
の
論
点
、
す
な
わ
ち
、
①
手
形
法

八
八
条
二
項
の
「
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
と
通
則
法
四
条
二
項
の
「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」
の
関
係
（
論
点

N
o.109

）、
②
手
形
法
八
九
条
一
項
、
二
項
及
び
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
の
意
義
（
論
点N

o.110

）、

③
手
形
法
八
九
条
三
項
の
「
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
」
に
つ
い
て
（
論
点N

o.111

）、
④
手
形
法
九
〇
条
一
項
「
義
務
ノ
効
力
」
及
び

同
条
二
項
の
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
」
の
意
義
（
論
点N

o.112

）、
⑤
手
形
法
九
一
条
の
「
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
の
意
義
（
論

点N
o.113

）、
⑥
手
形
法
九
四
条
の
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
の
意
義
（
論
点N

o.114

）、
⑦
手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
（
論
点N

o.115

）、

⑧
小
切
手
法
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
及
び
八
一
条
と
の
適
用
関
係
（
論
点 N

o.132

）
に
つ
い
て
、
順
次
検
討
を
加
え
る
こ

と
と
し
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
論
点
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
が
批
准
し
た
一
九
三
〇
年
の
手
形
抵
触
法
条
約
・
一
九
三
一
年
の

小
切
手
抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う）5
（

。
ま
た
、
わ
が
国
と
同
様
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
約
を

批
准
し
た
ド
イ
ツ）（
（

や
フ
ラ
ン
ス）7
（

等
の
諸
外
国
に
お
け
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
適
宜
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な

お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
に
お
い
て
「
手
」
は
手
形
法
を
、「
小
」
は
小
切
手
法
を
指
す
。
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二　

手
形
法
八
八
条
二
項
の
「
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
と
通
則
法
四
条
二
項
の

　
「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」
の
関
係

１　

概
説

　

報
告
書
で
は
、
手
八
八
条
二
項
（
小
七
六
条
二
項
も
同
様
）
の
「
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
と
の
文
言
は
、
通
則
法
四
条
二
項

の
「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」
と
い
う
表
現
と
異
な
る
が
、
意
味
内
容
に
違
い
は
あ
る
の
か
否
か
が
検
討
対
象
と
さ
れ
て
い

る
（
論
点N

o.109

）。
報
告
書
は
、
補
足
説
明
と
し
て
、
平
成
一
一
年
の
民
法
一
部
改
正
法
に
よ
り
成
年
後
見
制
度
が
改
正
さ
れ
た

際
に
、
通
則
法
四
条
二
項
に
相
当
す
る
旧
法
例
三
条
二
項
中
の
「
無
能
力
者
」
の
用
語
は
「
能
力
ノ
制
限
ヲ
受
ケ
タ
者
」
に
改
め
ら

れ
た
が
、
手
八
八
条
二
項
の
「
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
に
つ
い
て
は
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
手
八
八
条
二
項
の

「
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
、
手
形
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
の
「a person w

ho lacks capacity

」
の

意
味
や
各
締
約
国
に
お
け
る
扱
い
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

勉
強
会
で
の
検
討
の
結
果
、
手
八
八
条
二
項
の
行
為
能
力
は
、
民
法
上
の
行
為
能
力
で
は
な
く
、
手
形
行
為
を
す
る
の
に
必
要
な

能
力
を
指
し
て
お
り
、
日
本
法
上
、
両
者
は
一
致
す
る
も
の
の
、
各
国
法
に
お
い
て
必
ず
し
も
両
者
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
手
形
法
と
通
則
法
と
で
異
な
る
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
通
則
法
の
表
現
に
合
わ
せ
な
い

こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。

２　

手
八
八
条
の
趣
旨

　

手
八
八
条
は
、「
①
為
替
手
形
及
約
束
手
形
ニ
依
リ
義
務
ヲ
負
フ
者
ノ
行
為
能
力
ハ
其
ノ
本
国
法
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム
其
ノ
国
ノ
法

ガ
他
国
ノ
法
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
他
国
ノ
法
ヲ
適
用
ス　

②
前
項
ニ
掲
グ
ル
法
ニ
依
リ
行
為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ト
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雖
モ
他
ノ
国
ノ
領
域
ニ
於
テ
署
名
ヲ
為
シ
其
ノ
国
ノ
法
ニ
依
レ
バ
行
為
能
力
ヲ
有
ス
ベ
キ
ト
キ
ハ
責
任
ヲ
負
フ
」
と
規
定
し
、
手
形

能
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
手
形
能
力
に
は
、
手
形
上
の
権
利
義
務
を
取
得
し
又
は
負
担
し
う
る
能
力
で
あ
る
「
手
形

権
利
能
力
」
と
、
手
形
上
の
権
利
義
務
を
、
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
有
効
に
取
得
し
又
は
負
担
し
う
る
能
力
で
あ
る
「
手
形
行
為
能

力
」
が
あ
る
と
さ
れ
る）8
（

。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
手
八
八
条
は
、
手
形
行
為
能
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
本
条
は
、

一
般
の
行
為
能
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
る
通
則
法
四
条）9
（

の
特
則
と
な
る
。
小
七
六
条
に
も
手
八
八
条
と
同
趣
旨
の
規
定
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
手
八
八
条
は
、
も
と
も
と
「
①
為
替
手
形
及
約
束
手
形
ニ
依
リ
義
務
ヲ
負
フ
者
ノ
能
力
」
と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
公
布
の
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
四
七
号
）
に
よ
る
改
正
に
伴

い
、「
能
力
」
の
文
言
は
、「
行
為
能
力
」
へ
と
改
め
ら
れ
た
。

　

手
八
八
条
一
項
は
、
手
形
能
力
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
本
国
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
さ
ら
に
、
当
事
者
の
本
国
の
国
際
私

法
の
立
場
を
考
慮
す
る
（「
反
致
」、
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
転
致
」
を
含
む
）。
ま
た
、
同
条
一
項
が
定
め
る
当
事
者
の
本
国
法
に
従
い

当
事
者
の
手
形
能
力
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
手
形
行
為
を
行
っ
た
地
（
行
為
地
）
の
法
に
よ
れ
ば
手
形
能
力
が
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
当
事
者
は
手
形
能
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
二
項
）。
こ
れ
は
、
行
為
地
に
お
け
る
取
引
の
安
全

を
図
る
た
め
で
あ
り
、
通
則
法
四
条
二
項
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
本
条
は
、
行
為
地
で
あ
る
「
署
名
地
」
を
基
準
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
手
八
八
条
二
項
の
よ
う
な
行
為
地
に
お
け
る
取
引
保
護
規
定
を
設
け
た
結
果
、
無
能
力
者
保
護
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
本

国
法
の
規
定
が
外
国
で
手
形
行
為
を
し
た
自
国
民
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
抵
触
法

条
約
は
、
各
締
約
国
に
対
し
、
行
為
地
法
主
義
に
対
す
る
留
保
（
本
国
法
主
義
へ
の
復
帰
）
を
認
め
て
い
る
（
後
述
す
る
手
形
抵
触
法

条
約
二
条
三
項
を
参
照
）。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
留
保
を
し
て
い
る
が）（（
（

、
日
本
は
し
て
い
な
い
た
め
、
手
形
抵
触
法
条
約
二
条

三
項
は
、
わ
が
国
で
は
効
力
を
有
し
な
い
。

　

前
述
し
た
と
お
り
、
手
八
八
条
が
規
律
の
対
象
と
す
る
の
は
、
手
形
に
関
す
る
行
為
能
力
の
問
題
で
あ
る
。
同
条
は
、
財
産
的
行
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為
能
力
一
般
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
る
通
則
法
四
条
の
特
則
と
な
る
。
そ
の
通
則
法
四
条
二
項
が
、「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け

た
者
」、「
行
為
能
力
者
と
な
る
べ
き
と
き
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
も
そ
れ
と
表
記
を
合
わ
せ
、
手
八
八
条
二
項
の
「
行

為
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
」
及
び
「
行
為
能
力
ヲ
有
ス
ベ
キ
ト
キ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」、「
行
為
能
力

者
と
な
る
べ
き
と
き
」
に
改
め
る
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
が
、
手

形
に
関
す
る
行
為
能
力
の
中
身
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

３　

手
形
抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論

　

手
八
八
条
一
項
・
二
項
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
一
項
・
二
項
を
国
内
法
化
し
た
規
定
で
あ
る
。
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
は
、

「
①
為
替
手
形
及
約
束
手
形
ニ
依
リ
義
務
ヲ
負
フ
人
ノ
能
力
ハ
其
ノ
者
ノ
本
国
法
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム
其
ノ
本
国
法
ガ
他
国
ノ
法
律
ニ

依
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
宣
言
ス
ル
ト
キ
ハ
右
他
国
ノ
法
律
ヲ
適
用
ス　

②
前
項
ニ
示
サ
ル
ル
法
律
ニ
依
リ
テ
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
キ

者
ト
雖
モ
署
名
ガ
何
レ
カ
ノ
地
域
ニ
於
テ
為
サ
レ
其
ノ
地
ニ
行
ハ
ル
ル
法
律
ニ
依
レ
バ
其
ノ
者
ガ
能
力
ヲ
有
ス
ベ
キ
ト
キ
ハ
責
任
ヲ

負
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス　

③
各
締
約
国
ハ
自
国
民
ガ
為
シ
タ
ル
為
替
手
形
上
及
約
束
手
形
上
ノ
行
為
ニ
シ
テ
本
條
前
項
ノ
規
定
ノ
適
用

ニ
依
リ
テ
ノ
ミ
他
ノ
締
約
国
ノ
領
域
内
ニ
於
テ
有
効
ト
看
做
サ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ノ
効
力
ヲ
認
メ
ザ
ル
ノ
権
能
ヲ
有
ス
」
と
規
定
し
て
い

る
。
同
条
の
英
語
正
文
は
、「①

T
he capacity of a person to bind him

self by a bill of exchange or prom
issory note 

shall be determ
ined by his national law

. If this national law
 provides that the law

 of another country is 

com
petent in the m

atter, this latter law
 shall be applied. ②

A
 person w

ho lacks capacity, according to the law
 

specified in the preceding paragraph, is nevertheless bound, if his signature has been given in any territory in 

w
hich according to the law

 in force there, he w
ould have the requisite capacity. ③

Each of the H
igh 

Contracting Parties m
ay refuse to recognise the validity of a contract by m

eans of a bill of exchange or 
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prom
issory note entered into by one of its nationals w

hich w
ould not be deem

ed valid in the territory of the 

other H
igh Contracting Parties otherw

ise than by m
eans of the application of the preceding paragraph of the 

present article.

」
で
あ
り
、
仏
語
正
文
は
、「①

La capacité dʼune personne pour sʼengager par lettre de change et 

billet à ordre est déterm
inée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare com

pétente la loi dʼun autre 

pays, cette dernière loi est appliquée. ②
La personne qui serait incapable, dʼaprès la loi indiquée par lʼalinéa 

précédent, est, néanm
oins valablem

ent tenue, si la signature a été donnée sur le territoire dʼun pays dʼaprès la 

législation duquel la personne aurait été capable. ③
Chacune des H

autes Parties contractantes a la faculté de 

ne pas reconnaître la validité de lʼengagem
ent pris en m

atière de lettre de change et de billet à ordre par lʼun 

de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres H
autes Parties 

contractantes que par application de lʼalinéa précédent du présent article.

」
で
あ
る
。

　

条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
を
み
る
か
ぎ
り
、
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
が
規
律
の
対
象
と
し
て
い
る
問
題
に
は
、
成
年
・
未

成
年
等
の
年
齢
に
基
づ
く
行
為
能
力
の
制
限
に
関
す
る
問
題
の
ほ
か
、
妻
の
無
能
力
等
の
婚
姻
に
基
づ
く
行
為
能
力
の
制
限
の
問
題

等
が
含
ま
れ
る）（（
（

。

　

ま
た
、
条
約
案
の
審
議
の
過
程
で
、
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
が
法
人
自
体
の
手
形
能
力
の
問
題
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
の
か
否

か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
法
人
の
本
国
法
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
り
、
オ
ラ
ン

ダ
代
表
は
、
法
人
の
本
国
法
を
決
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
も
条
約
で
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
た
が
、
結
局
こ
の
問
題
は
未
解

決
に
終
わ
っ
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
受
け
て
、
わ
が
国
の
学
説
の
中
に
は
、
手
八
八
条
は
、
法
人
の
手
形
能
力
の
問
題
に
も
適
用

さ
れ
、
そ
の
場
合
の
法
人
の
本
国
法
と
は
設
立
準
拠
法
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
が
あ
る）（（
（

。
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４　

法
例
三
条
か
ら
通
則
法
四
条
へ

　

通
則
法
四
条
は
、
も
と
も
と
は
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
法
例
三
条
に
由
来
す
る
。
法
例
三
条
は
、「
①
人
ノ
能
力
ハ
其
本
国

法
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム　

②
外
国
人
カ
日
本
ニ
於
テ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
外
国
人
カ
本
国
法
ニ
依
レ
ハ
無
能
力
者

タ
ル
ヘ
キ
ト
キ
ト
雖
モ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
レ
ハ
能
力
者
タ
ル
ヘ
キ
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ハ
ラ
ス
之
ヲ
能
力
者
ト
看
做
ス　

③
前

項
ノ
規
定
ハ
親
族
法
又
ハ
相
続
法
ノ
規
定
ニ
依
ル
ヘ
キ
法
律
行
為
及
ヒ
外
国
ニ
在
ル
不
動
産
ニ
関
ス
ル
法
律
行
為
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適

用
セ
ス
」
と
規
定
し
、「
無
能
力
者
」、「
能
力
者
タ
ル
ヘ
キ
ト
キ
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
た
。
同
条
二
項
は
、「
民
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
五
一
号
）（
平
成
一
二
年
四
月
一
日
施

行
）」
に
よ
る
改
正
を
受
け）（（
（

、「
無
能
力
者
」
を
「
能
力
ノ
制
限
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
」
に
変
更
し
、「
能
力
者
タ
ル
ヘ
キ
ト
キ
」
に
つ
い

て
は
、
特
に
変
更
を
加
え
ず
、「
②
外
国
人
カ
日
本
ニ
於
テ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
外
国
人
カ
本
国
法
ニ
依
レ
ハ
能

力
ノ
制
限
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
タ
ル
ヘ
キ
ト
キ
ト
雖
モ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
レ
ハ
能
力
者
タ
ル
ヘ
キ
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ハ
ラ
ス
之
ヲ

能
力
者
ト
看
做
ス
」
と
定
め
た
。
こ
の
規
定
を
改
正
し
、
現
代
語
化
し
た
通
則
法
四
条
二
項
は
、「
②
法
律
行
為
を
し
た
者
が
そ
の

本
国
法
に
よ
れ
ば
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
と
な
る
と
き
で
あ
っ
て
も
行
為
地
法
に
よ
れ
ば
行
為
能
力
者
と
な
る
べ
き
と
き
は
、

当
該
法
律
行
為
の
当
時
そ
の
す
べ
て
の
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
在
っ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
法
律
行
為
を
し
た
者
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
能
力
者
と
み
な
す
。」
と
定
め
、「
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」、「
行
為
能
力
者
と
な
る
べ
き

と
き
」
と
の
文
言
を
用
い
て
い
る
。

　

通
則
法
四
条
が
予
定
し
て
い
る
行
為
能
力
に
は
身
分
的
行
為
能
力
は
含
ま
れ
ず
、
財
産
的
行
為
能
力
の
み
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る

の
が
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
際
私
法
上
、
財
産
的
行
為
能
力
の
問
題
に
は
、
①
成
年
・
未
成
年
等
の

年
齢
に
基
づ
く
行
為
能
力
の
制
限
（
通
則
法
四
条
が
規
律
）
の
ほ
か
、
②
後
見
等
の
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
に
欠
け
る
者
の
行
為
能

力
の
制
限
（
通
則
法
五
条
が
規
律
）、
③
妻
の
無
能
力
等
の
婚
姻
に
基
づ
く
行
為
能
力
の
制
限
（
通
則
法
二
五
条
が
規
律
す
る
か
否
か
に
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つ
い
て
争
い
あ
り
）
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
通
則
法
四
条
が
規
律
の
対
象
と
す
る
の
は
、
①
の
問
題
に
限
ら
れ

る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
点
は
、
手
八
八
条
の
基
と
な
っ
た
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
の
審
議
の
際
に
①
や
③
の
問
題
が
と

り
上
げ
ら
れ
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
手
八
八
条
二
項
の
行
為
能
力
は
、
手
形
行
為
を
す
る
の

に
必
要
な
能
力
を
指
し
て
お
り
、
日
本
法
は
と
も
か
く
、
民
法
上
の
行
為
能
力
と
手
形
能
力
が
各
国
法
に
お
い
て
常
に
一
致
す
る
と

は
限
ら
ず
、
通
則
法
四
条
の
文
言
と
手
八
八
条
の
文
言
と
を
一
致
さ
せ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５　

比
較
法

　

日
本
と
同
様
、
手
形
抵
触
法
条
約
を
批
准
し
た
ド
イ
ツ
の
手
形
法
は
、
手
形
能
力
の
実
質
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
規
定
を
設
け

て
い
な
い
。
し
か
し
、
抵
触
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
規
定
を
設
け
て
お
り
、
九
一
条
に
手
形
能
力
（W

echselfähigkeit

）
の
準
拠

法
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
上
、
手
形
能
力
に
は
、
手
形
債
務
者
の
能
力
を
指
す
、
受
動
的
能
力
（passive 

W
echselfähigkeit

）
と
手
形
権
利
者
の
能
力
を
指
す
、
能
動
的
能
力
（aktive W

echselfähigkeit

）
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
能
力
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
手
形
法
九
一
条
が
規
律
す
る
の
は
、
受
動
的
能
力
に
つ
い
て
の
み
で
あ
り
、
能
動
的
能
力
に
つ
い
て

は
、
国
際
私
法
の
一
般
則
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
（EGBGB

）
七
条
に
従
っ
て
準
拠
法
を
指
定
す
る
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ

る
）
（（
（

。
ま
た
、
手
形
能
力
が
問
題
と
な
る
場
合
と
し
て
、
妻
の
能
力
制
限
や
団
体
の
能
力
制
限
等
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
手
形

抵
触
法
条
約
の
文
言
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
手
形
法
九
一
条
二
項
一
文
は
、「W

er nach dem
 in vorstehendem

 

A
bsatz bezeichneten Recht nicht w

echselfähig ist, w
ird gleichw

ohl gültig verpflichtet, w
enn die U

nterschrift 

in dem
 Gebiet eines Landes abgegeben w

orden ist, nach dessen Recht er w
echselfähig w

äre.

」
と
規
定
し
、「
手

形
能
力
を
有
し
な
い
者
」、「
手
形
能
力
を
有
す
べ
き
と
き
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
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三　

手
形
法
八
九
条
一
項
、
二
項
及
び
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
の

　

意
義

１　

概
説

　

報
告
書
は
、
手
八
九
条
一
項
、
二
項
及
び
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
（
小
七
七
条
、
七
八
条
一
項
、
二
項
、
七
九
条
か
ら
八
一
条
ま

で
も
同
様
）
の
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
を
「
…
地
の
法
」
に
改
め
る
べ
き
か
否
か
を
検
討
事
項
と
し
て
い
る
（
論
点N

o.110

）。

こ
れ
ら
の
条
項
は
、
い
ず
れ
も
準
拠
法
に
つ
き
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
と
表
記
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
手
形
抵
触
法
条
約
英
語

正
文
で
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
国
の
中
で
も
地
域
に
よ
り
異
な
る
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
則
法
の
用

語
に
従
い
、「
…
地
の
法
」
と
い
う
表
現
振
り
に
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
そ
の
場
合
に
、
手
形
抵
触
法
条
約
の
文
言
と
の
整
合

性
に
問
題
は
生
じ
な
い
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

勉
強
会
の
検
討
結
果
と
し
て
、
条
約
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
不
統
一
法
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
に
よ
り
、
明
確
に
国
家
を

意
味
す
るState

（État

）
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
狭
い
地
域
に
限
定
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
す
るcountry

（pays

）
やplace

（lieu

）
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
国
」
と
訳
す
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
現
行
法
の
表
記
に

よ
る
と
不
統
一
法
国
等
に
お
け
る
準
拠
法
決
定
に
不
都
合
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
検
討
事
項
欄
記
載
の
と
お
り
に
改
め
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
本
報
告
書
で
は
、
一
般
に
、
行
為
能
力
に
関
し
て
は
、
本
国
法
が
準
拠
法
と
な
る
た
め
国
単
位
の

指
定
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
通
則
法
三
八
条
三
項
に
お
い
て
不
統
一
法
国
の
場
合
の
処
理
方
法
を
規
定
し
て
い
る
が
、
手
形
法
及
び

小
切
手
法
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
が
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
手
形
法
及
び
小
切
手
法
の
準
拠
法
規
定
を
通
則
法
の
特

則
と
み
れ
ば
、
通
則
法
三
八
条
三
項
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
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２　

手
八
九
条
一
項
、
二
項
、
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」

　

手
八
九
条
一
項
、
二
項
、
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
規
定
が
定
め
る
準
拠
法
は
、
い
ず
れ
も
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
に
つ
い
て
、
手
形
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
で
は
、
手
八
九
条
一
項
（
手
形
抵
触

法
条
約
三
条
一
項
）
が
、「the law

s of the territory in w
hich the contract has been signed.

」、
手
八
九
条
二
項
（
手
形
抵

触
法
条
約
三
条
二
項
）
が
、「the law

s of the territory in w
hich a subsequent contract has been entered into,

」、
手

九
〇
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
、
五
条
）
が
、「the law
 of the place in w

hich these instrum
ents are payable.

」、「the 

law
 of the country in w

hich is situated the place w
here the signatures w

ere affi
xed.

」、「the law
 of the place 

w
here the instrum

ent w
as created.

」、
手
九
一
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
）
が
、「the law

 of the place w
here the 

instrum
ent w

as issued.

」、
手
九
二
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
七
条
）
が
、「the law

 of the country in w
hich the bill of 

exchange is payable.

」、
手
九
三
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
八
条
）
が
、「the law

s of the country in w
hich the protest 

m
ust be draw

n up or the m
easures in question taken.

」、
手
九
四
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
九
条
）
が
、「the law

 of the 

country in w
hich the bill of exchange or prom

issory note is payable.

」
と
な
っ
て
お
り
、
表
記
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ

て
い
な
い
。
仏
語
正
文
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
手
八
九
条
一
項
（
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
一
項
）
で
は
、「la loi du pays sur 

le territoire duquel ces engagem
ents ont été souscrits.

」、
手
八
九
条
二
項
（
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
二
項
）
で
は
、「la 

législation de lʼEtat où un engagem
ent ultérieur a été souscrit,

」、
手
九
〇
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
、
五
条
）
で
は
、

「la loi du lieu où ces titres sont payables.

」、「la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été 

données.

」、「la loi du lieu de la création du titre.

」、
手
九
一
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
）
で
は
、「La loi du lieu de la 

création du titre

」、
手
九
二
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
七
条
）
で
は
、「La loi du pays où la lettre de change est payable

」、

手
九
三
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
八
条
）
で
は
、「les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou 
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passé lʼacte en question.

」、
手
九
四
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
九
条
）
で
は
、「La loi du pays où la lettre de change ou le 

billet à ordre sont payables

」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
八
九
条
一
項
、
二
項
、
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
「
…
地
ノ

属
ス
ル
国
ノ
法
」
を
「
…
地
の
法
」
と
い
う
文
言
に
変
更
可
能
で
あ
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

　

抵
触
規
則
は
、
渉
外
的
法
律
関
係
か
ら
生
じ
る
実
体
法
上
の
特
別
な
問
題
に
つ
い
て
、
判
断
基
準
と
な
る
法
で
あ
る
準
拠
法
を
指

定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
を
間
接
的
に
規
律
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
抵
触
規
則
の
構
造
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
準
拠

法
を
指
定
す
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
対
象
を
定
め
て
い
る
部
分
と
、
ど
の
よ
う
な
準
拠
法
を
指
定
す
る
の
か
と
い
う
、
準
拠
法
に
関

す
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
手
八
九
条
一
項
が
、「
為
替
手
形
上
及
約
束
手
形
上
ノ
行
為
ノ
方
式
ハ
署
名
ヲ
為
シ

タ
ル
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
規
定
す
る
場
合
、
こ
の
抵
触
規
則
は
、「
為
替
手
形
上
及
約
束
手
形
上
ノ
行
為

ノ
方
式
」
と
い
う
問
題
を
対
象
と
し
て
お
り
、「
署
名
ヲ
為
シ
タ
ル
地
」
を
基
準
に
す
る
こ
と
で
、「
署
名
ヲ
為
シ
タ
ル
地
ノ
属
ス
ル

国
ノ
法
」
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
規
定
は
、
様
々
な
法
律
関
係
の
う
ち
、
手
形
行
為
の
方
式
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
、「
為

替
手
形
上
及
約
束
手
形
上
ノ
行
為
ノ
方
式
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
様
々
な
法
律
関
係
の
う
ち
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
そ
の
対
象

と
し
て
い
る
。
切
り
取
る
際
に
用
い
る
こ
の
概
念
の
こ
と
を
、
国
際
私
法
上
、
指
定
概
念
と
呼
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た

法
律
関
係
の
こ
と
を
単
位
法
律
関
係
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
手
八
九
条
一
項
は
、「
署
名
ヲ
為
シ
タ
ル
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
を

準
拠
法
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
準
拠
法
は
、
証
券
の
支
払
地
の
属
す
る
国
の
法
で
も
、
証
券
の
振
出
地
の
属
す
る
国
の
法
で
も
な
く
、

署
名
地
を
基
準
と
し
て
、
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
準
拠
法
を
選
択
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
基
準
の
こ
と
を
連
結
点

と
呼
ぶ
。

　

つ
ぎ
に
、
法
廷
地
国
際
私
法
に
よ
る
準
拠
法
の
指
定
は
、
国
家
単
位
で
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
国
内
部
の
特
定
の
地
域

の
法
に
対
し
て
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
国
の
抵
触
規
則
が
用
い
る
連
結
点
に
よ
っ
て
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異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
法
廷
地
国
際
私
法
が
物
の
所
在
地
、
不
法
行
為
の
結
果
発
生
地
等
の
連
結
点
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
指
定

す
る
場
合
に
は
、
一
国
内
部
の
特
定
の
法
域
の
法
が
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
指
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
籍
が
連
結
点
と
さ
れ
る

よ
う
な
場
合
に
は
、
法
廷
地
国
際
私
法
に
よ
り
内
外
国
法
が
本
国
法
と
し
て
国
家
単
位
で
指
定
さ
れ
る
。
国
家
単
位
で
の
準
拠
法
指

定
の
場
合
に
は
、
わ
が
国
の
よ
う
な
単
一
の
法
体
系
を
も
た
ず
、
一
国
内
部
に
複
数
の
私
法
秩
序
が
場
所
的
に
併
存
す
る
い
わ
ゆ
る

不
統
一
法
国
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
（
例
え
ば
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
の
連
邦
国
家
や
、
連
合
王
国
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及

び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
三
つ
の
法
域
を
有
す
る
〕、
等
）、
当
該
国
家
内
の
い
ず
れ
の
法
域
の
法
を
準

拠
法
と
し
て
指
定
す
る
か
と
い
う
、
準
拠
法
を
特
定
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。

　

通
則
法
は
、
物
の
所
在
地
、
不
法
行
為
の
結
果
発
生
地
等
を
連
結
点
と
す
る
場
合
に
は
、「
目
的
物
の
所
在
地
法
に
よ
る
」（
通
則

法
一
三
条
）、「
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
法
に
よ
る
」（
通
則
法
一
七
条
本
文
）
と
の
文
言
を
採
用
し
て
い
る
。
手
八
九
条

一
項
、
二
項
、
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
、
署
名
地
、
行
為
地
、
証
券
の
支
払
地
、
証
券
の
振
出
地
等
を
連

結
点
と
し
、
特
定
の
地
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
通
則
法
に
倣
い
、「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
を

「
…
地
の
法
」
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
手
形
抵
触
法
条
約
の
文
言
と
の
整
合
性
の
問
題
は
残
る
で

あ
ろ
う
。

３　

抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論

　

手
八
九
条
一
項
、
二
項
、
九
〇
条
か
ら
九
四
条
ま
で
の
規
定
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
手
形
能
力
の
準
拠
法
に
関
す
る
手
八

八
条
の
も
と
と
な
っ
た
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
の
審
議
の
際
に
、
興
味
深
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
。

　

当
初
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
に
提
出
さ
れ
た
原
案
第
三
条
（
抵
触
法
条
約
二
条
に
相
当
）
は
、「
能
力
（Capacité.

）」
と
題
し
て
、

「①
La capacité dʼune personne pour sʼengager par lettre de change est déterm

inée par sa loi nationale. Si 
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cette loi nationale déclare com

pétente la loi dʼun autre Etat, cette dernière loi est appliquée. ②
La personne 

qui serait incapable, dʼaprès la loi indiquée par lʼalinéa précédent, est, néanm
oins valablem

ent tenue, si elle 

sʼest obligée sur le territoire dʼun Etat dʼaprès la législation duquel elle aurait été capable. ③

〔
略
〕」
と
定
め
て

い
た
。

　

こ
のÉtat
（State

）
と
い
う
文
字
に
対
し
て
は
、
英
国
代
表
か
ら
、
英
国
に
は
、
私
法
と
い
う
観
点
か
ら
は
（
統
一
的
な
）
本
国

法
は
存
在
せ
ず
、
英
国
法
、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
地
域
法
で
構
成
さ
れ
た
法
が
存
在
す
る
た
め
、État

（State

）
で
は
な
く
、pays

（country

）
又
はlieu
（place

）
と
い
う
文
言
を
用
い
て
ほ
し
い
と
の
提
案
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
は
採
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

手
形
抵
触
法
条
約
二
条
は
、「①

La capacité dʼune personne pour sʼengager par lettre de change et billet à ordre 

est déterm
inée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare com

pétente la loi dʼun autre pays, cette 

dernière loi est appliquée.②
La personne qui serait incapable, dʼaprès la loi indiquée par lʼalinéa précédent, 

est, néanm
oins valablem

ent tenue, si la signature a été donnée sur le territoire dʼun pays dʼaprès la législation 

duquel la personne aurait été capable. ③
〔
略
〕」
と
定
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
手
形
抵
触
法
条
約
で
は
、
意
識
的
に
、État

（State

）
で
は
な
く
、pays

（country

）
又
はlieu

（place

）
と
い
う

文
言
が
選
択
さ
れ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
外
に
、territoire

（territory

）、État

等
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
な
い
箇
所

も
あ
り
、
用
語
に
統
一
性
が
な
く
、
か
な
り
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
。）。
わ
が
国
で
は
、État

（State

）
とpays

（country

）
の
文
字
は
、

い
ず
れ
も
、「
国
」
と
訳
す
ほ
か
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が）（（
（

、État

が
も
っ
ぱ
ら
国
家
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、

pays

は
一
般
的
に
「
国
」
を
指
す
と
同
時
に
、
地
方
、
地
域
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
も
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
手
形
抵
触
法
条
約
が
用
い
るpays

と
い
う
文
字
は
、
本
来
は
、
国
と
い
う
よ
り
も
特
定
の
地
（
法
域
）
を
指
す
も
の
と
理
解

し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
条
文
上
は
、「
…
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
」
と
表
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
質
は
、
特
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定
の
法
域
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
り
、「
…
地
の
法
」
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

四　

手
形
法
八
九
条
三
項
の
「
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
」
に
つ
い
て

１　

概
説

　

報
告
書
は
、
手
八
九
条
三
項
（
小
七
八
条
三
項
も
同
様
）
の
「
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
」
の
用
語
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
（
論
点N

o.111
）。
手
八
九
条
三
項
の
も
と
と
な
っ
た
手
形
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
で
は
、「valid in respect of 

another of its nationals in its territory

」
と
さ
れ
て
お
り
、
現
行
法
は
、
こ
れ
を
単
に
「
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
」
と
表
記
し

て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、「in its territory

」
の
部
分
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、「in its territory

」
の
意
義
は
何

か
、
日
本
国
内
に
い
る
日
本
人
と
の
限
定
を
付
す
趣
旨
か
に
つ
い
て
、
条
約
の
起
草
過
程
や
各
締
約
国
に
お
け
る
議
論
や
解
釈
を
踏

ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

　

勉
強
会
で
の
検
討
の
結
果
、
英
語
正
文
のin its territory

は
、
直
前
のanother of its nationals

で
は
な
くvalid

に
か
か

る
と
さ
れ
た
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
議
事
録
Ⅰ
英
語
版
三
五
二
頁
の
ド
イ
ツ
の
提
案
を
参
照
）。
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、im

 

Inland gegenüber anderen Inländern gültig

と
い
う
語
順
の
と
お
り
、
同
様
の
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の

準
拠
法
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
は
日
本
が
法
廷
地
と
な
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
日
本
に
お
い
て
」
な
ど
と
訳
出
す

る
必
要
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

２　

わ
が
国
に
お
け
る
議
論

　

手
八
九
条
は
、
手
形
行
為
の
方
式
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
る
。
同
条
は
、
一
項
で
、
手
形
行
為
の
方
式
の
準
拠
法
に
つ
い
て
の
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原
則
（
行
為
地
法
主
義
）
に
つ
い
て
規
定
し
た
上
で
、
二
項
・
三
項
で
そ
の
例
外
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
同
条
一
項
は
、
手
形
行

為
の
方
式
は
、「
場
所
は
行
為
を
支
配
す
る
（locus regit actum

）」
の
原
則
に
従
い
、
行
為
地
法
で
あ
る
「
署
名
ヲ
為
シ
タ
ル
地

ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
律
」（
署
名
地
法
）
に
よ
る
と
す
る
。
一
項
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
方
式
に
関
す
る
先
行
行
為
の
無
効
が
後
行

行
為
の
無
効
を
当
然
に
も
た
ら
す
わ
け
で
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
国
際
私
法
に
お
け
る
手
形
行
為
の
独
立
」（
二
項
）
と
日
本
人

が
外
国
で
し
た
手
形
行
為
が
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
有
効
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
法
に
よ
れ
ば
適
式
で
あ
る
と
き
は
、
他

の
日
本
人
に
対
す
る
関
係
で
こ
れ
を
有
効
な
も
の
と
す
る
、
外
国
で
の
日
本
人
の
行
為
に
つ
い
て
の
方
式
の
特
例
（
三
項
）
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。

　

手
八
九
条
三
項
は
、「
日
本
人
ガ
外
国
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
為
替
手
形
上
及
約
束
手
形
上
ノ
行
為
ハ
其
ノ
行
為
ガ
日
本
法
ニ
規
定
ス

ル
方
式
ニ
適
合
ス
ル
限
リ
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
三
項
の

留
保
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
学
説
は
、
手
八
九
条
三
項
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
も
し
一
項
の
原
則
を
絶
対
的
に

適
用
す
る
と
、
日
本
法
の
方
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
外
国
で
の
手
形
行
為
は
外
国
法
に
従
い
無
効
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
一
時
的
に

外
国
に
滞
在
す
る
内
国
人
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
、
手
形
取
引
の
安
全
の
た
め
に
、
例
外
的
に
属
人
法
主
義
に
従
い
解
決
し
た
も
の

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る）（（
（

。

　

手
八
九
条
三
項
に
該
当
す
る
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
三
項
は
、「
各
締
約
国
ハ
自
国
民
ガ
外
国
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
為
替
手
形
上
及

約
束
手
形
上
ノ
行
為
ガ
自
国
ノ
法
律
ニ
規
定
セ
ラ
ル
ル
方
式
ニ
依
リ
為
サ
レ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
自
国
ノ
領
域
内
ニ
於
テ
他
ノ
自
国
民

ニ
対
シ
効
力
ヲ
有
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
英
語
正
文
で
は
、「Each of the H

igh 

Contracting Parties m
ay prescribe that contracts by m

eans of a bill of exchange and prom
issory note entered 

into abroad by one of its nationals shall be valid in respect of another of its nationals in its territory, provided 

that they are in the form
 laid dow

n by the national law
.

」
と
さ
れ
て
お
り
、
仏
語
正
文
で
は
、「Chacune des H

autes 
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Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagem
ents pris en m

atière de lettre de change et de 

billet à ordre à lʼétranger par un de ses ressortissants seront valables à lʼégard dʼun autre de ses 

ressortissants sur son territoire, pourvu quʼils aient été pris dans la form
e prévue par la loi nationale.

」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
三
項
の
下
線
部
分
に
つ
い
て
、
現
行
法
は
、
こ
れ
を
単
に
「
他
ノ
日
本
人
ニ
対
シ
其
ノ
効
力

ヲ
有
ス
」
と
表
記
し
て
い
る
た
め
、「in its territory

〔
英
〕, sur son territoire

〔
仏
〕（
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
／
内
国
に
お
い

て
）」
の
部
分
が
文
言
上
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
「
日
本
に
お
い
て
日
本
人
に
対
し
」
と
の
限
定
を
付

す
趣
旨
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
り
、
手
八
九
条
三
項
の
規
定
は
手
形
抵
触
法
条
約
の
文
言
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
し
て
、
学
説

か
ら
す
で
に
批
判
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
手
形
抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
の
議
論
に
よ
れ
ば
、

手
形
行
為
が
有
効
と
さ
れ
る
の
は
、
当
事
者
の
本
国
で
、
か
つ
、
条
約
三
条
三
項
の
留
保
を
行
っ
た
締
約
国
に
お
い
て
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
た
め
、
手
八
九
条
三
項
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
規
定
の
効
力
が
及
ぶ
の
は
日
本
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、

「
日
本
で
」
有
効
と
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、「in its territory

〔
英
〕, sur 

son territoire

〔
仏
〕（
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
／
内
国
に
お
い
て
）」
の
部
分
を
条
文
上
は
あ
え
て
訳
出
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
の
報
告
書
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
手
八
九
条
三
項
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
項
の
適
用
を
受
け
る
行
為
が
、
最
初
か
ら
日
本
人
間
で
な
さ
れ
た
手
形

行
為
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
、
そ
れ
と
も
日
本
人
が
外
国
人
に
対
し
て
手
形
行
為
を
な
し
、
後
ほ
ど
そ
の
外
国
人
か
ら
他
の
日
本

人
が
手
形
を
取
得
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
日
本
人
ど
う
し
の
間
で
有
効
と
す
る
趣
旨
か
、
学
説
上
争
い
が
あ
る
。
後
者
の
説
が
有

力
で
あ
る
。
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３　

手
形
抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論

　

こ
の
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
三
項
の
留
保
は
、
ド
イ
ツ
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
提
案
は
、「
各
締
約
国
ハ
自
国
民

ガ
外
国
ニ
於
テ
臣
民
ニ
対
シ
為
シ
タ
ル
為
替
手
形
上
ノ
行
為
ガ
自
国
ノ
法
律
ニ
規
定
セ
ラ
ル
ル
方
式
ニ
依
リ
為
サ
レ
タ
ル
場
合
ニ
限

リ
自
国
ノ
領
域
内
ニ
於
テ
効
力
ヲ
有
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ

代
表
は
、
手
形
債
務
は
特
定
の
人
に
対
し
て
の
み
負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
手
形
行
為
を
あ
る
者
に
対
し
て
な
す
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
修
正
意
見
を
出
し
、
ド
イ
ツ
案
は
修
正
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
代
表
は
、
ド
イ
ツ
提
案
は
、
あ
る
国

の
臣
民
が
外
国
に
お
い
て
ど
こ
の
国
の
臣
民
に
対
し
て
な
す
行
為
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
が
、
結
局
回
答
が

な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
ド
イ
ツ
提
案
は
承
認
さ
れ
た）（（
（

。

　

手
形
抵
触
法
条
約
三
条
三
項
に
従
い
、
手
形
行
為
が
有
効
と
さ
れ
る
の
は
、
当
事
者
の
本
国
で
あ
っ
て
、
条
約
三
条
三
項
の
留
保

を
行
っ
た
国
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る）（（
（

。
手
八
九
条
三
項
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
規
定
の
効
力
が
及
ぶ
の
は
日
本
に
お
い
て
の
み
で

あ
る
。

　

最
初
か
ら
同
じ
国
の
国
民
間
で
手
形
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
先
の
ド
イ
ツ
の
提
案
は
明
言
し
て
お

ら
ず
、
手
八
九
条
三
項
も
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
手
形
抵
触
法
条
約
の
議
事
録
は
さ
し
た
る
理
由
を
示
さ
な
い

ま
ま
、
は
じ
め
か
ら
同
じ
国
の
国
民
間
で
手
形
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
手
形
抵
触
法

条
約
の
議
事
録
を
根
拠
に
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
通
説
的
見
解
は
、
同
一
国
の
国
民
間
で
手
形
行
為
が
直
接
な
さ
れ
る
こ
と
は
必
要

で
は
な
い
と
す
る）（（
（

。

４　

比
較
法

　

日
本
と
同
様
、
手
形
抵
触
法
条
約
三
条
三
項
の
留
保
を
行
っ
た
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
の
規
定
を
み
て
お
く
。
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ド
イ
ツ
手
形
法
九
二
条
三
項
は
、「Eine W

echselerklärung, die ein Inländer im
 A
usland abgegeben hat, ist im

 

Inland gegenüber anderen Inländern gültig, w
enn die Erklärung den Form

erfordernissen des inländischen 

Rechts genügt.

」
と
規
定
し
、「
内
国
に
お
い
て
（im

 Inland

）」
と
の
文
言
を
入
れ
、
手
形
行
為
が
内
国
に
お
い
て
他
の
内
国
民

に
対
し
有
効
と
さ
れ
る
旨
、
規
定
し
て
い
る
。

　

ス
イ
ス
債
務
法
一
〇
八
七
条
三
項
も
、「D

e m
êm
e, les engagem

ents pris en m
atière de lettre de change ou de 

billet à ordre à lʼétranger par un Suisse seront valables en Suisse à lʼégard dʼun autre ressortissant de ce pays, 

pourvu quʼils aient été pris dans une form
e prévue par la loi suisse.

」
と
規
定
し
、「
ス
イ
ス
に
お
い
て
（en Suisse

）」

有
効
と
さ
れ
る
と
い
う
文
言
を
入
れ
て
い
る
。「seront valables en Suisse

」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
ス
イ
ス

に
お
い
て
」
は
明
ら
か
に
「
有
効
と
さ
れ
る
」
に
か
か
っ
て
お
り
、「
ス
イ
ス
に
い
る
他
の
ス
イ
ス
人
に
対
し
」
有
効
と
さ
れ
る
と

の
意
味
で
は
な
い
。

　

い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
手
形
上
の
行
為
が
、
締
約
国
の
他
の
国
民
（
内
国
民
）
に
対
し
て
、
締
約
国
の
領
域
内
（
内
国
）
に

お
い
て
有
効
と
さ
れ
る
場
合
を
想
定
し
た
法
文
と
な
っ
て
い
る
。

五　

手
形
法
九
〇
条
一
項
「
義
務
ノ
効
力
」
及
び
同
条
二
項
の
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
」
の
意
義

１　

概
説

　

報
告
書
は
、
手
九
〇
条
一
項
（
小
七
九
条
も
同
様
）
の
「
義
務
ノ
効
力
」
及
び
同
条
二
項
の
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
」
の
用
語

が
適
切
で
あ
る
か
を
検
討
事
項
と
し
て
挙
げ
（N

o.112

）、
手
九
〇
条
一
項
の
「
義
務
ノ
効
力
」
及
び
同
条
二
項
の
「
署
名
ヨ
リ
生

ズ
ル
効
力
」
の
意
義
は
、
通
則
法
七
条
の
「
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
」
と
同
義
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
法
律
行
為
の
成
立
を
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含
ま
な
い
か
に
つ
い
て
、
手
形
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
の
「the effects of the obligations

」
や
「the effects of the 

signatures of the other parties liable on a bill of exchange

」
と
の
関
係
の
ほ
か
、
各
締
約
国
に
お
け
る
解
釈
を
踏
ま
え

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
手
形
行
為
の
方
式
に
つ
い
て
定
め
る
手
八
九
条
の
規
律
範
囲
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
通
則
法
七
条
等
と
同
法
一
〇
条
と
の
関
係
も
踏
ま
え
、
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

勉
強
会
の
検
討
結
果
と
し
て
、
手
形
行
為
の
成
立
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
手
形
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
意
思
表
示
の
瑕
疵
や

代
理
権
の
欠
缺
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
署
名
の
有
効
性
の
問
題
と
し
て
広
く
「
方
式
」
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（Baum
bach, A

rt.92 Rn.1
））
（（
（

の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
上
規
定
を
欠
く
状
態
に
あ
り
、
国
際
私
法
の
一
般
則

が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
日
本
で
も
、
手
八
九
条
又
は
九
〇
条
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て

学
説
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
手
九
〇
条
一
項
と
二
項
の
用
語
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
署
名
か

ら
義
務
が
生
ず
る
と
は
限
ら
ず
、
欄
外
署
名
の
扱
い
な
ど
が
問
題
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
端
的
に
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル

効
力
」
と
い
う
規
定
振
り
を
残
す
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

２　

手
九
〇
条
一
項
の
「
義
務
ノ
効
力
」
の
意
義
に
つ
い
て

　

手
九
〇
条
一
項
は
、「
為
替
手
形
ノ
引
受
人
及
約
束
手
形
ノ
振
出
人
ノ
義
務
ノ
効
力
ハ
其
ノ
証
券
ノ
支
払
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
ニ

依
リ
之
ヲ
定
ム
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
単
位
法
律
関

係
は
、「
為
替
手
形
ノ
引
受
人
及
約
束
手
形
ノ
振
出
人
ノ
義
務
ノ
効
力
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
す
、
手
形
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
は
、

「T
he effects of the obligations of the acceptor of a bill of exchange or m

aker of a prom
issory note

」
で
あ
り
、

手
形
抵
触
法
条
約
仏
語
正
文
は
、「Les effets des obligations de lʼaccepteur dʼune letter de change et du 

souscripteur dʼun billet à ordre

」
で
あ
る
。
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以
下
で
は
、
手
九
〇
条
一
項
の
「
為
替
手
形
ノ
引
受
人
及
約
束
手
形
ノ
振
出
人
ノ
義
務
ノ
効
力
」
の
意
義
に
関
す
る
わ
が
国
の
従

来
の
判
例
・
学
説
の
立
場
を
、
手
形
行
為
の
方
式
に
つ
い
て
定
め
る
手
八
九
条
の
規
律
範
囲
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
概
観
す
る
。

　

わ
が
国
の
下
級
審
裁
判
例
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
手
九
〇
条
一
項
の
「
為
替
手
形
ノ
引
受
人
及
約
束
手
形
ノ
振
出
人
ノ
義
務
ノ

効
力
」
と
は
、「
手
形
行
為
か
ら
生
じ
る
一
切
の
権
利
義
務
の
内
容
す
な
わ
ち
債
務
の
発
生
事
由
、
内
容
、
性
質
、
消
滅
原
因
、
保

全
要
件
等
を
総
称
す
る
も
の
」
と
解
し
、
一
方
、
手
八
九
条
の
「
手
形
上
ノ
行
為
ノ
方
式
」
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
行
為
が
手
形
法

上
の
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
形
式
的
前
提
要
件
を
含
む
か
な
り
広
い
概
念
」
で
あ
る
と
す
る）（（
（

。

　

学
説
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

田
中
耕
太
郎
『
手
形
法
小
切
手
法
概
論
（
訂
正
第
四
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
三
七
年
）
は
、
手
形
行
為
の
効
力
（
手
九
〇
条
）
と
は
、

「
手
形
行
為
に
因
り
て
生
ず
る
権
利
義
務
の
内
容
を
意
味
し
其
の
意
思
表
示
的
効
力
た
る
と
法
の
規
定
に
因
る
効
力
た
る
と
を
問
は

な
い
。
行
為
者
の
負
担
す
る
責
任
の
性
質
、
範
囲
、
消
滅
原
因
（
時
効
、
利
得
償
還
請
求
権
）
の
如
き
も
の
が
之
れ
に
属
す
る
。」
と

し
）
（（
（

、
手
形
行
為
の
方
式
に
つ
い
て
は
、「
手
形
行
為
の
方
式
即
ち
手
形
行
為
の
要
件
」
と
す
る）（（
（

。

　

伊
澤
孝
平
『
手
形
法
・
小
切
手
法
（
初
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
四
九
年
）
は
、
手
形
行
為
の
効
力
（
手
九
〇
条
）
と
は
、「
手
形
行
為

に
因
り
て
生
ず
る
権
利
義
務
の
内
容
、
換
言
す
れ
ば
其
の
発
生
、
性
質
、
範
囲
並
び
に
消
滅
原
因
（
時
効
も
亦
義
務
の
効
力
に
属
す
、

大
判
・
大
正
六
・
三
・
一
七
・
民
録
三
七
八
頁
）
等
で
あ
り
、
そ
の
意
思
表
示
的
効
力
た
る
と
、
法
律
の
規
定
に
よ
る
効
力
た
る
と
を

問
は
ぬ
。
利
得
償
還
請
求
の
如
き
、
手
形
の
善
意
取
得
の
如
き
問
題
も
亦
手
形
行
為
の
効
力
中
に
含
ま
れ
る
。」
と
す
る）（（
（

。

　

実
方
正
雄
「
手
形
の
渉
外
関
係
」
鈴
木
竹
雄
＝
大
隅
健
一
郎
編
『
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
５
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
七
年
）
は
、

手
形
行
為
の
効
力
と
は
、「
手
形
行
為
か
ら
生
ず
る
義
務
の
内
容
・
性
質
・
範
囲
・
消
滅
原
因
（
と
く
に
時
効
）・
そ
の
保
全
の
よ
う

な
も
の
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
こ
の
手
形
の
債
務
に
付
着
す
る
抗
弁
の
性
質
の
問
題
も
こ

れ
に
入
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
義
務
が
、
意
思
表
示
的
効
果
で
あ
る
と
、
法
定
の
効
果
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。
こ
の
よ
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う
な
効
力
を
生
ず
る
た
め
の
実
質
的
成
立
要
件
、
た
と
え
ば
、
意
思
表
示
の
瑕
疵
・
代
理
権
の
欠
缺
・
偽
造
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
直
接
の
衝
突
規
定
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
成
立
要
件
と
効
力
と
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
衝
突

規
則
上
の
取
扱
と
し
て
も
効
力
の
準
拠
法
に
よ
ら
し
め
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
」
と
し）（（
（

、
手
形
行
為
の
方
式
と
は
、「
そ
の
行
為
が

手
形
法
上
の
効
力
を
生
ず
る
た
め
に
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
形
式
的
前
提
要
件
を
含
み
、
か
な
り
広
い
概
念
で
あ
り
、

行
為
の
形
式
そ
の
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。」
と
す
る）（（
（

。

　

田
中
誠
二
＝
山
村
忠
平
＝
堀
口
亘
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
手
形
法
』（
勁
草
書
房
・
一
九
七
一
年
）
は
、
手
形
行
為
の
効
力
と
は
、

「
手
形
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
権
利
義
務
の
内
容
、
性
質
、
範
囲
、
消
滅
原
因
（
時
効
も
含
ま
れ
る
）
な
ど
が
中
心
で
あ
り
、
利
得
償

還
請
求
権
な
ど
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。」
と
し）（（
（

、「
手
形
に
ど
の
よ
う
な
事
項
を
記
載
す
べ
き
か
、
裏
書
、
引
受
ま
た
は
保
証
に
は
ど

の
よ
う
な
記
載
を
な
す
べ
き
か
な
ど
」
は
、
手
形
行
為
の
方
式
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る）（（
（

。

　

大
隅
健
一
郎
＝
河
本
一
郎
『
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
（
初
版
第
一
刷
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
七
年
）
は
、
手
形
行
為
の
効
力
（
手

九
〇
条
）
と
は
、「
債
務
の
成
立
要
件
、
権
利
の
内
容
（
二
八
条
・
七
八
条
）、
抗
弁
（
一
七
条
）、
引
受
記
載
抹
消
の
効
力
（
二
九
条
一

項
）、
引
受
通
知
の
効
力
（
二
九
条
二
項
）、
引
受
の
取
消
、
無
効
、
な
ら
び
に
時
効
に
よ
る
債
務
の
消
滅
、
時
効
の
中
断
ま
た
は
停

止
、
利
得
償
還
請
求
権
等
が
こ
れ
に
属
す
る
。」
と
し）（（
（

、
手
形
行
為
の
方
式
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
行
為
が
手
形
上
の
効
力
を
生
ず
る

た
め
に
必
要
な
一
切
の
形
式
的
要
件
を
い
う
。」
と
す
る）（（
（

。

　

以
上
を
み
る
か
ぎ
り
、
手
九
〇
条
の
手
形
行
為
の
効
力
に
は
、
手
形
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
義
務
の
内
容
、
性
質
、
範
囲
、

消
滅
原
因
が
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
は
共
通
し
て
い
る
が
、
債
務
の
成
立
要
件
、
債
務
の
発
生
の
問
題
を

も
そ
こ
に
含
め
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
り
立
場
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３　

手
九
〇
条
・
手
八
九
条
と
通
則
法
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
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国
際
私
法
上
、
法
律
行
為
の
準
拠
法
決
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
質
的
成
立
要
件
で
あ
る
「
成
立
」
と
形
式
的
成
立
要
件
で
あ
る

「
方
式
」、
さ
ら
に
、
そ
の
「
効
力
」
の
問
題
と
を
区
別
し
、
各
々
に
つ
い
て
準
拠
法
決
定
ル
ー
ル
を
設
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る）（（
（

。

通
則
法
も
こ
の
区
別
を
前
提
と
し
、
七
条
及
び
八
条
で
、「
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
」
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
（
た
だ
し
、

一
一
条
及
び
一
二
条
に
特
則
が
あ
る
）、
通
則
法
一
〇
条
で
、「
法
律
行
為
の
方
式
」
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
国
際
私
法
学
説
は
、
伝
統
的
に
、
手
八
九
条
を
、
法
律
行
為
の
方
式
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
か
つ
て
の
法
例

八
条
の
特
則
で
あ
る
と
解
し
て
き
た）（（
（

。
通
則
法
制
定
以
降
も
手
八
九
条
が
通
則
法
一
〇
条
の
特
則
で
あ
る
と
す
る
点
で
学
説
は
一
致

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
手
九
〇
条
と
か
つ
て
の
法
例
七
条
（
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
）
と
の
関
係
に

つ
い
て
（
特
に
、
単
位
法
律
関
係
に
関
し
て
）
言
及
す
る
文
献
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
学
説
は
、
手
九
〇
条
が
法
例
七
条
の
当
事
者
自
治

の
原
則
と
は
異
な
る
連
結
基
準
を
採
用
し
て
い
る
と
説
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
通
則
法
制
定
以
降
の
文
献
の
中
で
は
、
こ
の

点
に
つ
い
て
、
手
九
〇
条
の
規
定
は
、
一
般
の
債
権
的
法
律
行
為
の
「
効
力
」
に
関
す
る
通
則
法
七
条
以
下
の
特
則
で
あ
る
と
の
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
通
則
法
で
は
、
準
拠
法
指
定
の
単
位
と
し
て
、
法
律
行
為
の
「
成
立
」（
実
質
的
成
立
要
件
）
と
「
方
式
」（
形
式

的
成
立
要
件
）、「
効
力
」
の
問
題
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
手
形
法
中
の
抵
触
規
則
に
お
け
る
単
位
法
律
関
係
の
切

り
分
け
に
は
、
判
然
と
し
な
い
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、「
為
替
手
形
上
及
約
束
手
形
上
ノ
行
為
ノ
方
式
」
の
準
拠
法
の
規

定
（
手
八
九
条
一
項
）
が
設
け
ら
れ
、
つ
ぎ
に
、「
為
替
手
形
ノ
引
受
人
及
約
束
手
形
ノ
振
出
人
ノ
義
務
ノ
効
力
」
の
準
拠
法
の
規
定

（
手
九
〇
条
）
が
続
く
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
手
形
行
為
の
「
成
立
」（
実
質
的
成
立
要
件
）
に
関
す
る
問
題
の
準
拠
法
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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４　

手
形
抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論

　

手
九
〇
条
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
を
国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
に
提
出
さ
れ
た
原
案
の
五
条

の
規
定
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
同
条
は
、「
署
名
さ
れ
た
義
務
の
内
容
及
び
効
力
（Contenu et effets des obligations 

souscrites.
）」
と
題
し
て
、「
①
為
替
手
形
及
び
約
束
手
形
に
署
名
さ
れ
た
義
務
の
効
力
は
、
以
下
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
か
ぎ
り

署
名
者
の
住
所
地
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
署
名
者
の
契
約
履
行
の
た
め
に
証
券
上
に
他
の
地
の
記
載
が
あ
れ
ば
そ
の

地
の
法
律
に
よ
る
。
②
な
お
、
保
証
人
及
び
参
加
引
受
人
の
義
務
の
効
力
は
、
被
保
証
人
又
は
被
参
加
人
の
義
務
に
適
用
す
べ
き
法

律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。」
と
定
め
て
い
た）（（
（

。
こ
の
条
文
は
審
議
の
過
程
で
最
も
多
く
の
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
条
文
で
あ
る
。

先
の
原
案
に
対
し
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
か
ら
修
正
案
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
特
に
重
要
な
の
が
ド
イ
ツ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
原
案
は
大
幅
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
が
出
し
た
修
正
案
は
、「
①
為
替
手
形
の
引
受
人
及
び
約
束
手
形
の
振
出
人
の
義
務
の
効
力
は
、
こ
れ
ら
の
証
券
の
支
払

地
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
②
保
証
人
及
び
参
加
引
受
人
の
義
務
の
効
力
は
、
被
保
証
人
又
は
被
参
加
人
の
義
務
に
適
用
す
べ

き
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
③
手
形
に
よ
り
債
務
を
負
う
他
の
当
事
者
の
署
名
か
ら
生
じ
る
効
力
は
、
署
名
地
と
し
て
記
載

さ
れ
た
地
の
属
す
る
国
の
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
も
し
、
署
名
地
の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
現
に
署
名
の
な
さ
れ
た
地
の

属
す
る
国
の
法
律
に
よ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
原
案
は
、
義
務
者
を
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
準
拠
法
を
指
定
す

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
修
正
案
は
、
義
務
者
を
三
分
し
、
各
々
に
つ
い
て
別
個
に
準
拠
法
を

指
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
案
は
、
保
証
人
又
は
参
加
引
受
人
以
外
の
手
形
義
務
者
の
義
務
の
効
力
に
つ
い

て
、
一
律
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
案
は
、
保
証
人
又
は
参
加
引
受
人
以
外
の
手
形
義
務
者
を
二
分
し
、
①
為
替
手

形
の
引
受
人
及
び
約
束
手
形
の
振
出
人
（
主
た
る
義
務
者
）
と
②
手
形
の
他
の
署
名
者
（
そ
の
他
の
義
務
者
）
と
に
分
け
て
、
別
個
に

取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
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条
約
の
審
議
は
、
ド
イ
ツ
案
を
も
と
に
進
め
ら
れ
、
①
項
は
、
さ
し
た
る
反
対
意
見
も
な
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。
②
項

に
つ
い
て
は
、
手
形
行
為
独
立
の
原
則
か
ら
し
て
、
保
証
人
又
は
参
加
引
受
人
の
義
務
の
効
力
を
、
被
保
証
人
又
は
被
参
加
引
受
人

の
義
務
と
同
一
の
準
拠
法
に
よ
ら
せ
る
必
要
は
な
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
削
除
さ
れ
た）（（
（

。
③
項
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
案
の
よ
う

に
ま
ず
記
載
上
の
署
名
地
法
に
よ
り
、
記
載
の
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
事
実
上
の
署
名
地
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
始
め
か
ら
事
実

上
の
署
名
地
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
、「
為
替
手
形
又
は
約
束
手
形
に
よ
り
債
務
を
負
う
他
の
当
事
者
の

署
名
か
ら
生
じ
る
効
力
は
其
の
署
名
を
な
し
た
る
地
の
属
す
る
国
の
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。」
と
の
修
正
提
案
が
出
さ
れ
、

そ
れ
が
採
用
さ
れ
た）（（
（

。

　

立
法
経
緯
を
み
る
か
ぎ
り
、
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
は
、
も
と
も
と
「
署
名
さ
れ
た
義
務
の
内
容
及
び
効
力
」
の
準
拠
法
を
扱
う

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
九
〇
条
一
項
の
「
義
務
ノ
効
力
」
に
も
「
義
務
の
内
容
及
び
効
力
」
の
問
題
が

含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
手
形
行
為
の
「
成
立
」（
実
質
的
成
立
要
件
）
の
問
題
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
審
議
過

程
で
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

５　

諸
外
国
の
議
論

　

同
じ
手
形
抵
触
法
条
約
に
加
盟
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
手
形
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
、
手
形
行
為
の
実
質

的
成
立
要
件
（conditions de fond

）、
方
式
（
形
式
的
成
立
要
件 
（conditions de form

e

））、
効
力
の
問
題
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
い
ず
れ
の
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
か
を
議
論
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
際
に
、
実
質
的
成
立
要
件
の
問

題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
手
形
能
力
（capacité

）、
合
意
（consentem

ent

）、
原
因
（cause

）
等
の
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
問
題
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
手
形
能
力
に
つ
い
て
は
手
形
抵
触
法
条
約
二
条
が
規
律
し
て
い
る
が
、
合
意
、
原
因
の
問

題
に
つ
い
て
は
条
約
に
規
定
が
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
い
ず
れ
の
法
に
よ
ら
せ
る
べ
き
か
議
論
が
あ
る
。
ま
た
、
方
式
、
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効
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、
手
形
抵
触
法
条
約
が
規
律
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
が
規
律

す
る
「
効
力
」
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
手
形
行
為
の
内
容
、
範
囲
の
問
題
が
含
ま
れ
る
と
す
る）（（
（

。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
を
国
内
法
化
し
た
手
形
法
の
九
一
条
以
下
に
抵
触
規
則
が
あ
る
。
同
法
の
九
二
条
は
、
手
形
に

よ
る
意
思
表
示
の
方
式
の
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
し
、
九
三
条
が
そ
の
意
思
表
示
の
効
力
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
学
説
は
、
九
二

条
の
「
方
式
」
に
は
、
手
形
の
記
載
事
項
に
関
す
る
問
題
や
、
手
形
が
有
効
か
ど
う
か
、
振
出
人
の
署
名
が
有
効
か
ど
う
か
、
代
理

の
有
効
性
が
署
名
地
の
要
件
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
等
、
手
形
に
よ
る
意
思
表
示
の
有
効
性
に
関
す
る
全
て
の
要
件
を
含
む
と
解

し
て
お
り）（（
（

、
ま
た
、
九
三
条
の
「
効
力
（W

irkung

）」
に
は
、
手
形
債
務
者
の
責
任
に
関
わ
る
全
て
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
法
律

上
の
義
務
の
性
質
及
び
範
囲
、
抗
弁
の
適
法
性
、
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
と
い
っ
た
問
題
が
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る）（（
（

。

６　

手
九
〇
条
二
項
の
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
」
の
意
義
に
つ
い
て

　

手
九
〇
条
二
項
は
、「
前
項
ニ
掲
グ
ル
者
ヲ
除
キ
為
替
手
形
又
ハ
約
束
手
形
ニ
依
リ
債
務
ヲ
負
フ
者
ノ
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
ハ

其
ノ
署
名
ヲ
為
シ
タ
ル
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
但
シ
遡
及
権
ヲ
行
使
ス
ル
期
間
ハ
一
切
ノ
署
名
者
ニ
付
証
券
ノ
振

出
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
の
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
」
の
意
義
を
「
為
替
手
形
上
及

び
約
束
手
形
上
の
行
為
の
成
立
及
び
効
力
」
と
考
え
て
よ
い
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
「
署
名
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
力
」
に
該
当
す
る
手
形
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
は
、「T

he effects of the signatures

」
で
あ
り
、

仏
語
正
文
は
、「Les effets que produisent les signatures
」
で
あ
る
。
現
行
法
の
文
言
は
条
約
仏
語
正
文
の
文
言
に
近
い
と

い
え
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、
立
法
経
緯
を
み
る
か
ぎ
り
、
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
は
、
署
名
に
よ
る
義
務
の
効
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
為

替
手
形
の
引
受
人
及
び
約
束
手
形
の
振
出
人
と
い
っ
た
「
主
た
る
義
務
者
」
と
「
そ
れ
以
外
の
義
務
者
」
と
を
分
け
て
準
拠
法
を
指
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定
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
四
条
一
項
と
二
項
と
の
間
で
、
義
務
者
の
範
囲
以
外
の
部
分
で

単
位
法
律
関
係
を
示
す
た
め
の
文
言
を
違
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

六　

手
形
法
九
一
条
の
「
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
の
意
義

１　

概
説

　

報
告
書
は
、
手
九
一
条
（
小
八
〇
条
六
号
も
同
様
）
の
「
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
の
用
語
を
ど
の
よ
う
に
改
め
る
べ
き
か
に
つ

い
て
も
検
討
し
て
い
る
（
論
点N

o.113

）。
手
九
一
条
の
「
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
と
は
、
一
般
に
、
い
わ
ゆ
る
原
因
債
権
で
は

な
く
、
手
形
資
金
（provision

）
に
対
す
る
権
利
（
条
約
第
二
附
属
書
一
六
条
参
照
）
の
こ
と
を
い
う
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
手
形
抵

触
法
条
約
英
語
正
文
の
「the debt w
hich has given rise to the issue of the instrum

ent

」
に
関
し
、「
振
出
ノ
原
因
タ
ル

債
権
」
の
用
語
を
ど
の
よ
う
に
改
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
手
形
資
金
の
制
度
に
対
す
る
理
解
を
踏
ま
え
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

勉
強
会
で
は
、
手
九
一
条
の
「
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
に
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
手
形
資
金
（provision

）
に
対
す
る
権
利
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
、
少
な
く
と
も
、
小
八
〇
条
六
号
の
規
定
振
り
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、

他
に
い
わ
ゆ
る
原
因
債
権
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
見
解
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
手
形
統
一
法
条
約
第
二
附
属
書

一
六
条
二
項
参
照
。
も
っ
と
も
、
小
切
手
統
一
法
条
約
第
二
附
属
書
一
九
条
二
項
も
原
因
関
係
に
言
及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
八
〇

条
六
号
は
手
形
資
金
に
限
定
す
る
規
定
振
り
と
さ
れ
て
い
る
）
と
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
小
八
〇
条
六
号
を
参
考
に
し
て
、「
為
替
手
形

の
所
持
人
が
そ
の
支
払
資
金
に
対
す
る
権
利
を
取
得
す
る
か
ど
う
か
」
等
の
表
現
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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２　

手
九
一
条
の
「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
の
意
義

　

手
九
一
条
は
、「
為
替
手
形
ノ
所
持
人
ガ
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
ヲ
取
得
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
証
券
ノ
振
出
地
ノ
属
ス
ル
国
ノ

法
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム
」
と
規
定
す
る
。
同
条
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
を
国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
条
の
「
証
券
ノ
振
出

ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
と
は
、
抵
触
法
条
約
英
語
正
文
の
「the debt w
hich has given rise to the issue of the instrum

ent

」

に
、
手
形
抵
触
法
条
約
仏
語
正
文
の
「la créance qui a donné lieu à lʼem

ission du titre

」
に
該
当
す
る
。
仏
語
の

lʼem
ission du titre

と
は
、
証
券
の
振
出
を
指
す
。
直
訳
す
れ
ば
、「
証
券
の
振
出
の
原
因
と
な
っ
た
債
権
」
と
な
る
。

　

手
九
一
条
の
「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
の
文
言
に
は
、
例
え
ば
、
為
替
手
形
の
振
出
の
原
因
で
あ
る
振
出
人
（
売
主
）

の
有
す
る
売
掛
債
権
等
も
含
ま
れ
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
が
、
わ
が
国
の
通
説
は
、
条
約
の
起
草
当
時
の
議
論
を
根
拠
に
、
こ
こ

に
い
う
「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
と
は
、
手
形
資
金
に
対
す
る
権
利
の
こ
と
を
指
す
と
解
し
て
い
る）（（
（

。

３　

手
形
抵
触
法
条
約
六
条
の
立
法
経
緯

　

手
形
抵
触
法
条
約
第
二
附
属
書
一
六
条
は
、
手
形
資
金
に
関
す
る
問
題
は
統
一
法
条
約
の
規
律
の
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
い
る
が）（（
（

、

そ
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
が
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
当
初
、
条
約
の
起
草
委
員
会
が
提
案
し
た
手
形
抵
触

法
条
約
の
原
案
六
条
は
、「
受
取
人
又
ハ
所
持
人
ガ
手
形
資
金
ノ
上
ニ
特
別
ナ
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヤ
否
ヤ
及
ヒ
資
金
ノ
性
質
如
何
ハ

支
払
地
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム）（（
（

（La loi du pays où la lettre de change est payable déterm
ine si le bénéficiaire et les 

porteurs successifs ont des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci.

）」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

こ
の
規
定
に
対
し
、provision

は
フ
ラ
ン
ス
法
特
有
の
概
念
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
解
釈
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と

や
、
手
形
資
金
に
関
す
る
問
題
を
統
一
法
条
約
の
規
律
の
範
囲
外
と
し
て
い
る
条
約
第
二
附
属
書
一
六
条
と
の
関
係
か
ら
、
同
条
の

削
除
論
も
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
は
、
条
約
の
留
保
に
よ
っ
て
各
国
法
の
規
定
の
内
容
が
異
な
る
か
ら
こ
そ
、
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抵
触
規
則
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
最
終
的
に
、
手
形
資
金
（provision

）
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
ず
、「
手
形
の

振
出
の
原
因
た
る
債
権
」
と
い
う
文
言
に
字
句
修
正
さ
れ
た
。
条
約
の
原
案
で
は
、
も
と
も
と
同
条
に
「
手
形
資
金
の
移
転
（la 

transm
ission de la provision

）」
と
い
う
表
題
が
付
い
て
お
り）（（
（

、
条
約
案
の
審
議
の
際
に
も
、
本
条
が
規
律
す
る
の
は
手
形
資
金

の
移
転
の
問
題
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た）（（
（

。

４　

フ
ラ
ン
ス
法
上
の
手
形
資
金
（provision

）
制
度
に
つ
い
て

　

フ
ラ
ン
ス
法
の
手
形
資
金
制
度
と
は
、
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
引
受
け
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
為
替
手
形
を
利
用
す
る
慣
行
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
所
持
人
を
保
護
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
取
引
界
は
、
引
受
け

を
、
支
払
人
に
対
す
る
不
信
の
表
明
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
嫌
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
に
す
で
に
商
事
王
令
に
よ
っ
て
、

支
払
人
は
、
振
出
人
の
計
算
で
保
有
す
る
一
定
額
の
金
銭
を
用
い
て
、
振
出
人
に
対
す
る
関
係
で
、
所
持
人
に
支
払
を
行
う
こ
と
を

義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
の
金
銭
は
手
形
資
金
（provision

）
と
呼
ば
れ
た
。

　

手
形
が
信
用
手
段
と
な
り
、
引
受
け
が
発
展
し
た
今
日
で
も
、
こ
の
資
金
制
度
は
な
お
存
続
し
て
い
る
（
新
商
法
典
Ｌ
．
五
一
一-

七
条）
（（
（

）。
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
満
期
に
お
い
て
為
替
手
形
の
振
出
人
が
支
払
人
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を

provision

と
呼
び
、
引
受
け
が
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
こ
の
債
権
は
所
持
人
に
属
し
、
振
出
人
の
責
任
財
産
に
は
含

ま
れ
な
い
と
す
る）（（
（

。
ま
た
、
所
持
人
が
手
続
欠
缺
に
よ
っ
て
失
権
し
て
い
た
と
し
て
も
、
振
出
人
が
資
金
提
供
を
証
明
で
き
な
い
場

合
に
は
、
振
出
人
が
資
金
相
当
額
の
弁
済
義
務
を
負
う）（（
（

。
振
出
人
が
取
得
し
た
、
こ
のprovision

に
対
す
る
権
利
は
、
順
次
所
持

人
に
移
転
す
る
。
新
商
法
典
Ｌ
．
五
一
一-

七
条
第
三
文
は
、「
資
金
所
有
権
（propriété de la provision

）」
と
い
う
語
を
用
い
て

い
る
が
、
正
確
に
は
所
有
権
で
は
な
い
。
所
有
権
が
排
他
性
を
持
つ
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の
手
形
資
金
に
対
す
る
権
利
は
満
期
ま
で

は
振
出
人
に
処
分
す
る
権
利
が
留
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
権
利
が
、
先
取
特
権
な
の
か
、
質
権
な
の
か
、
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そ
れ
ら
と
は
別
の
担
保
権
な
の
か
争
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る）（（
（

。

５　

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
上
の
手
形
資
金
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論

　

フ
ラ
ン
ス
の
国
際
私
法
学
説
は
、provision

の
準
拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
、provision

の
存
在
（existence de la provision

）

の
問
題
と
、provision

の
移
転
（transm

ission de la provision

）
の
問
題
と
を
区
別
し）（（
（

、
手
形
抵
触
法
条
約
は
、
前
者
の
問
題
に

つ
い
て
は
規
律
し
て
お
ら
ず
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
規
律
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る）（（
（

。provision

の
存
在
の
準
拠
法
に
つ

い
て
は
、
諸
説
が
対
立
し
て
お
り
（
振
出
地
法
説
、
振
出
人
と
支
払
人
間
の
合
意
の
準
拠
法
説
、
振
出
地
法
と
振
出
人
と
支
払
人
間
の
合
意

の
準
拠
法
の
配
分
的
適
用
説
、
支
払
地
法
説
等
が
主
張
さ
れ
て
い
る）
（（
（

）、
さ
ら
に
、provision

の
移
転
の
準
拠
法
を
振
出
地
法
で
あ
る
と

す
る
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
に
対
し
て
も
、
小
切
手
抵
触
法
条
約
七
条
六
号
と
同
様
、
支
払
地
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の

有
力
な
立
法
論
的
批
判
が
あ
る）（（
（

。

　

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
中
に
は
、
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
と
小
切
手
抵
触
法
条
約
七
条
六
号
が
同
じprovision

の
問
題
に

関
し
て
異
な
る
準
拠
法
を
指
定
し
て
い
る
（
手
形
資
金
に
つ
い
て
は
振
出
地
法
に
よ
り
、
小
切
手
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
支
払
地
法
に
よ

る
）
点
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
批
判
的
な
見
解
も
あ
り
、
二
つ
の
規
定
間
に
理
論
的
整
合
性
が
あ
る
の
か

否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。

６　

手
九
一
条
（
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
）
と
小
八
〇
条
六
号
（
小
切
手
抵
触
法
条
約
七
条
）
と
の
関
係

　

小
切
手
抵
触
法
条
約
第
二
附
属
書
一
九
条
も
、
手
形
抵
触
法
条
約
（
第
二
附
属
書
一
六
条
）
同
様
、
小
切
手
の
資
金
に
関
す
る
問

題
は
統
一
法
条
約
の
規
律
の
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
い
る）（（
（

。
そ
の
一
方
で
、
小
切
手
抵
触
法
条
約
は
、
小
切
手
の
資
金
に
関
す
る
準

拠
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。
小
切
手
抵
触
法
条
約
七
条
は
、「
小
切
手
ノ
支
払
地
ノ
法
律
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
定
ム
」
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と
規
定
し
、
同
条
六
号
で
「
六　

所
持
人
ハ
資
金
ニ
対
シ
特
別
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
カ
否
カ
及
此
ノ
権
利
ノ
性
質
如
何）（（
（

」
と
す
る
。
小

八
〇
条
六
号
は
、
小
切
手
抵
触
法
条
約
七
条
六
号
を
国
内
法
化
し
、「
六　

所
持
人
ハ
資
金
ニ
対
シ
特
別
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヤ
否
ヤ

及
此
ノ
権
利
ノ
性
質
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

小
八
〇
条
六
号
は
、
手
九
一
条
に
該
当
す
る
が
、
手
九
一
条
が
振
出
地
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て）（（
（

、
小
八
〇
条
六
号

は
、
小
切
手
の
性
質
を
考
慮
し
、
支
払
地
法
主
義
に
立
つ）（（
（

。
そ
の
理
由
は
、
支
払
地
法
に
よ
ら
ず
に
振
出
地
法
に
よ
る
と
、
支
払
人

は
無
数
の
小
切
手
に
つ
い
て
、
各
々
の
振
出
地
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
不
都
合
だ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
ま
た
、
小
八
〇
条

六
号
は
、
手
九
一
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、「
資
金
（cover

〔
英
〕, provision

〔
仏
〕）」
に
対
し
て
所
持
人
が
特
別
の

権
利
を
有
す
る
か
否
か
を
明
示
的
に
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、
手
九
一
条
は
、「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
と
の
文
言
を
用

い
て
い
る
。

７　
「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
に
代
わ
る
用
語
に
つ
い
て

　

手
九
一
条
の
「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
手
形
資
金
に
対
す
る
権
利
の
こ
と
を
指
す
と
解
し
て
い

る
が
、
同
条
が
規
律
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
に
は
、
手
九
一
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
小
八
〇
条
六
号
を
参
照
し
、

「
所
持
人
が
資
金
に
対
し
て
特
別
の
権
利
を
有
す
る
か
否
か
、
及
び
、
こ
の
権
利
の
性
質
」
と
い
う
表
現
や
、「
資
金
債
権
取
得
の
有

無
」）（（
（

、「
資
金
に
対
す
る
所
持
人
の
権
利
」）（（
（

、
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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七　

手
形
法
九
四
条
の
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
の
意
義

１　

概
説

　

報
告
書
は
、
手
九
四
条
（
小
八
〇
条
八
号
も
同
様
）
の
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
は
、「
盗
難
、
紛
失
又
は
滅
失
」
に
改
め
る
こ
と
で
よ

い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
（
論
点N

o.114

）。
手
九
四
条
の
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
を
、
有
価
証
券
無
効
宣
言
公
示

催
告
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
新
非
訟
事
件
手
続
法
一
一
四
条
の
規
定
に
従
い
、「
盗
難
、
紛
失
又
は
滅
失
」
に
改
め
る
こ
と
で
問
題

は
な
い
か
検
討
し
た
結
果
、「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
を
「
盗
難
、
紛
失
又
は
滅
失
」
に
改
め
て
よ
い
と
さ
れ
た
。

２　

手
九
四
条
の
「
手
形
ノ
喪
失
又
ハ
盗
難
ノ
場
合
ニ
為
ス
ベ
キ
手
続
」
に
つ
い
て

　

手
九
四
条
は
、
証
券
の
喪
失
・
盗
難
の
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
、
支
払
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
。
同
条
の
「
手
形
ノ
喪
失
又
ハ
盗

難
ノ
場
合
ニ
為
ス
ベ
キ
手
続
」
と
は
、
主
に
証
券
な
し
に
権
利
を
行
使
す
る
手
続
、
す
な
わ
ち
、
公
示
催
告
手
続
の
よ
う
な
も
の
を

意
味
す
る
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の
証
券
の
喪
失
及
び
盗
難
の
物
権
的
効
力
及
び
そ
の
場
合
に
採
る
手
続
を
含
む
と
さ
れ
る）（（
（

。
わ
が
国
で

い
え
ば
、
除
権
手
続
（
平
成
二
三
年
改
正
後
の
非
訟
事
件
手
続
法
一
一
四
条
以
下
）
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

３　
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
に
つ
い
て

　

学
説
は
、
手
九
四
条
の
「
喪
失
又
ハ
盗
難
」
の
「
喪
失
」
に
は
、
紛
失
の
場
合
の
ほ
か
滅
失
も
含
ま
れ
る
と
す
る）（（
（

。
滅
失
と
は
、

「
手
形
が
焼
失
、
破
損
し
て
そ
の
大
半
が
消
失
し
、
手
形
の
要
部
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
の
こ
と
」

を
指
す
と
さ
れ
る）（（
（

。
司
法
省
民
事
局
編
纂
の
『
手
形
法
案
説
明
書
附
手
形
法
案
及
商
法
手
形
編
対
照
』（
松
華
堂
）
に
お
い
て
も
、

「
尚
本
條
ノ
喪
失
ナ
ル
語
ハ
毀
滅
ノ
場
合
ヲ
モ
包
含
ス
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
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手
九
四
条
の
基
と
な
っ
た
手
形
抵
触
法
条
約
九
条
の
英
語
正
文
で
は
、「
喪
失
」
に
該
当
す
る
語
と
し
て
、loss

が
、
仏
語
正
文

で
は
、perte

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
手
形
抵
触
法
条
約
九
条
の
審
議
の
際
に
も
、
こ
のperte

に
つ
い
て
、
単
な
る
紛
失
だ
け
で

な
く
、
破
壊
（destruction

）
を
も
含
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

八　

手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法

１　

概
説

　

報
告
書
で
は
、
手
形
法
上
、
手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
が
存
し
な
い
た
め
、
規
律
を
設
け
る
必
要
は
な
い
か
検

討
さ
れ
て
い
る
（
論
点N

o.115

）。
小
切
手
法
中
に
は
小
切
手
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
の
に
対
し
（
小
八
〇
条

二
号
）、
手
形
法
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
明
文
の
規
定
が
な
い
と
こ
ろ
、
学
説
上
は
、
権
利
行
使
の
方
式
に
関
す
る
手
九
三
条
の
規

定
に
よ
る
と
す
る
見
解
や
、
呈
示
期
間
は
手
形
行
為
の
効
力
の
問
題
で
あ
っ
て
手
九
〇
条
に
よ
る
べ
き
と
す
る
見
解
な
ど
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

検
討
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
拒
絶
証
書
の
作
成
に
つ
い
て
独
自
の
規
律
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
手
九
三
条
の
適

用
領
域
を
広
く
解
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
一
方
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
権
利
を
保
全
す
る
た
め
の
要
件
は
手
九
三
条
（
ド
イ
ツ
手
形

法
九
七
条
）
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
呈
示
期
間
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
が
、
異
な
る
見
解
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
、
手
九
〇
条
及
び
九
三
条
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
に
つ
き
見
解
が
分
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
律
は
、
解
釈
に
委
ね
る
こ
と
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
指
摘
が
あ
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
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２　

手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
学
説

　

小
八
〇
条
二
号
は
、
小
切
手
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
す
る
が
、
手
形
法
上
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
明
文
の
規
定
が

存
在
し
な
い
。
わ
が
国
の
学
説
上
は
、
手
形
の
呈
示
期
間
と
拒
絶
証
書
の
作
成
期
間
と
が
異
な
る
準
拠
法
に
よ
る
こ
と
の
不
都
合
を

考
慮
し
、
方
式
の
問
題
と
し
て
、
手
九
三
条
の
規
定
に
よ
る
と
す
る
見
解）（（
（

や
、
呈
示
期
間
は
、
手
形
上
の
権
利
を
保
存
す
る
た
め
に

す
る
、
手
形
行
為
の
効
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
手
九
〇
条
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解）（（
（

な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
解
釈
に
委
ね
る
ほ
か
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。九　

小
切
手
法
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
及
び
八
一
条
と
の
適
用
関
係

１　

概
説

　

報
告
書
で
は
、
小
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
、
八
一
条
と
の
適
用
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
整
理

す
る
の
が
よ
い
か
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
（
論
点N

o.132

）。
と
い
う
の
も
、
わ
が
国
の
学
説
の
中
に
は
、
小
八
〇
条
各
号

は
、
小
切
手
に
関
す
る
義
務
の
効
力
を
行
為
地
法
に
よ
る
と
す
る
小
七
九
条
の
例
外
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、
資
金
関
係
に
関
す
る
小
八
〇
条
六
号
等
の
よ
う
に
、
小
八

〇
条
各
号
の
中
に
は
、
小
七
八
条
、
七
九
条
、
八
一
条
と
い
っ
た
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
の
例
外
と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
し
、

ま
た
、
小
八
〇
条
二
号
に
つ
い
て
も
、
手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論
の
結
果
如
何
に
よ
っ
て
は
（
論
点N

o.115

参

照
）、
同
号
が
小
八
一
条
の
例
外
に
あ
た
る
可
能
性
も
生
じ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
、
八
一
条

と
の
適
用
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
の
が
よ
い
か
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検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

勉
強
会
で
の
検
討
の
結
果
、
小
八
〇
条
各
号
は
、
見
映
え
の
観
点
か
ら
規
定
を
ま
と
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
た
め
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

会
議
議
事
録
Ⅱ
英
語
版
一
一
五
頁
）、
学
術
的
整
理
で
あ
れ
ば
別
段
、
現
代
語
化
と
の
関
係
で
は
、
条
約
の
存
在
が
前
提
と
な
る
以
上
、

こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
す
る
実
益
は
な
い
と
さ
れ
た
。

２　

小
八
〇
条
各
号
の
趣
旨

　

小
八
〇
条
各
号
は
、
小
切
手
に
関
し
て
、
支
払
地
法
が
適
用
さ
れ
る
以
下
の
九
つ
の
事
項
を
明
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
小
切
手

が
一
覧
払
い
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
、
一
覧
後
定
期
払
い
と
し
て
振
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
及
び
、
先
日
付
小
切
手
の
効
力

の
問
題
で
あ
る
（
一
号
）。
第
二
に
、
小
切
手
の
呈
示
期
間
の
問
題
で
あ
る
（
二
号
）。
手
形
の
場
合
、
呈
示
期
間
に
つ
い
て
は
、
呈

示
期
間
と
拒
絶
証
書
の
作
成
期
間
と
の
一
致
を
根
拠
に
、
拒
絶
証
書
等
の
方
式
の
問
題
と
し
て
、
手
九
三
条
の
規
定
に
よ
る
と
す
る

見
解
や
、
呈
示
期
間
は
、
手
形
上
の
権
利
を
保
存
す
る
た
め
に
す
る
、
手
形
行
為
の
効
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
手
九
〇
条
に
よ
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
見
解
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
（
論
点N

o.115

参
照
）、
小
切
手
に
つ
い
て
は
、
明
示
的
に
支
払
地
法
に
よ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
小
切
手
に
引
受
け
、
支
払
保
証
、
確
認
又
は
査
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
及
び
、
こ
れ
ら
の
記
載

の
効
力
の
問
題
で
あ
る
（
三
号
）。
第
四
に
、
小
切
手
の
所
持
人
が
一
部
支
払
を
請
求
で
き
る
か
、
及
び
、
一
部
支
払
を
受
諾
す
る

義
務
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
四
号
）。
こ
れ
は
、
手
九
二
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
手
九
二
条
は
、
手
九
〇
条
の

手
形
行
為
の
効
力
に
関
す
る
規
定
の
特
則
に
あ
た
る
た
め
、
小
八
〇
条
四
号
は
、
小
七
九
条
の
特
則
と
理
解
し
う
る
。
第
五
に
、
小

切
手
に
線
引
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
小
切
手
に
「
計
算
の
た
め
」
の
文
字
等
を
記
載
で
き
る
か
、
及
び
、
線
引
や
こ
れ
ら
の
文

字
の
記
載
の
効
力
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
五
号
）。
第
六
に
、
小
切
手
の
所
持
人
が
資
金
に
対
し
て
特
別
の
権
利
を
有
す
る
か
、
及

び
、
こ
の
権
利
の
性
質
の
問
題
で
あ
る
（
六
号
）。
手
九
一
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、「
証
券
ノ
振
出
ノ
原
因
タ
ル
債
権
」
と
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い
う
文
言
で
は
な
く
、
資
金
に
対
し
所
持
人
が
権
利
を
有
す
る
か
否
か
が
条
文
上
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
手
九
一
条
と
は
異
な
る
。

第
七
に
、
振
出
人
が
小
切
手
の
支
払
委
託
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
支
払
差
止
め
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
（
七
号
）。
第
八
に
、
小
切
手
の
喪
失
又
は
盗
難
の
場
合
に
行
う
手
続
の
問
題
で
あ
る
（
八
号
）。
手
九
四
条
と
同
趣

旨
の
規
定
で
あ
る
。
第
九
に
、
裏
書
人
、
振
出
人
そ
の
他
の
債
務
者
に
対
す
る
遡
及
権
を
保
全
す
る
た
め
に
拒
絶
証
書
又
は
こ
れ
と

同
一
の
効
力
を
有
す
る
宣
言
を
必
要
と
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
（
九
号
）。
手
形
の
場
合
、
こ
の
問
題
は
、
手
形
行
為
の
効
力
の
問

題
と
し
て
手
九
〇
条
二
項
本
文
に
よ
り
署
名
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
が
、
小
切
手
の
場
合
、
支
払
人
に
対
し
て
支
払
請
求
し
た
小
切

手
の
所
持
人
の
便
宜
の
た
め
、
支
払
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

３　

小
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
、
八
一
条
と
の
適
用
関
係

　

学
説
の
中
に
は
、
小
八
〇
条
各
号
は
、「
何
れ
も
直
接
間
接
小
切
手
行
為
の
効
力
に
関
連
す
る
も
の
に
し
て
、
前
項
小
切
手
行
為

の
効
力
の
準
拠
法
に
対
す
る
変
例
の
場
合
に
属
す
る
。
小
切
手
行
為
の
効
力
に
付
て
は
原
則
と
し
て
行
為
地
法
主
義
に
よ
り
乍
ら
、

尚
之
に
関
連
す
る
多
数
事
項
に
付
き
特
に
支
払
地
法
に
依
ら
し
む
る
所
以
は
、
小
切
手
が
支
払
証
券
と
し
て
手
形
と
異
な
る
特
殊
性

を
有
し
、
小
切
手
取
引
の
実
際
上
、
支
払
人
を
通
じ
支
払
地
が
重
視
せ
ら
る
可
き
関
係
に
あ
る
が
故
で
あ
る
。」
と
し
、
小
八
〇
条

各
号
は
、
小
切
手
に
関
す
る
義
務
の
効
力
を
行
為
地
法
に
よ
る
と
す
る
小
七
九
条
の
例
外
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
も
の

が
あ
る）（（
（

。
確
か
に
、
小
八
〇
条
各
号
が
定
め
る
事
項
の
中
に
は
、
小
七
九
条
の
小
切
手
行
為
の
効
力
の
問
題
の
例
外
と
い
え
る
も
の

も
な
い
で
は
な
い
が
、
小
八
〇
条
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
小
七
九
条
の
例
外
と
捉
え
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

小
八
〇
条
各
号
の
う
ち
、
一
号
、
三
号
〜
五
号
、
九
号
等
は
、
小
七
九
条
の
例
外
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
、
二

号
の
呈
示
期
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
手
形
の
呈
示
期
間
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論
を
参
考
に
、
小
切
手
行
為
の
効
力
の
準
拠
法
に
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よ
ら
せ
る
か
（
小
七
九
条
）、
拒
絶
証
書
等
の
方
式
の
準
拠
法
に
よ
ら
せ
る
か
（
小
八
一
条
）、
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
六
号
の
小

切
手
の
所
持
人
が
資
金
に
対
し
て
有
す
る
権
利
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
小
七
八
条
、
七
九
条
、
八
一
条
の
い
ず
れ
の
規
定
の
例
外

で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。
八
号
に
つ
い
て
は
、
手
九
四
条
に
同
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
。
手
九
四
条
は
、
証
券
上
の
主
た
る
義
務
の
効

力
が
支
払
地
法
に
よ
る
（
手
九
〇
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
証
券
の
喪
失
・
盗
難
の
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

と
同
一
の
準
拠
法
で
あ
る
支
払
地
法
に
よ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
準
拠
法
を
一
致
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
、
証
券
の
喪

失
・
盗
難
の
場
合
の
手
続
を
手
形
行
為
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
小
切
手
の
場
合
に
、
証
券

の
喪
失
・
盗
難
の
場
合
の
手
続
に
関
す
る
小
八
〇
条
八
号
の
規
定
を
小
七
九
条
の
例
外
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
、
な
お
検
討
を
要
す

る
。

　

そ
も
そ
も
、
小
八
〇
条
各
号
が
、
小
切
手
に
関
し
て
支
払
地
法
が
適
用
さ
れ
る
九
つ
の
事
項
を
列
挙
す
る
規
定
振
り
に
な
っ
て
い

る
の
は
、「
支
払
地
法
は
、
○
○
と
い
う
事
項
を
規
律
す
る
。」
と
い
う
文
言
を
一
つ
の
条
文
の
中
で
繰
り
返
す
こ
と
が
見
映
え
の
観

点
か
ら
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る）（（
（

。
勉
強
会
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
形
法
・
小
切
手
法
の
現
代
語

化
作
業
に
お
い
て
は
、
条
約
の
文
言
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
小
八
〇
条
各
号
と
七
八
条
、
七
九
条
、
八
一
条
と
の

適
用
関
係
に
つ
い
て
議
論
を
行
う
実
益
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
先
に
挙
げ
た
勉
強
会
の
報
告
書
を
題
材
に
、
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
の
現
代
語
化
を
め
ぐ
る
問

題
点
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
解
釈
論
や
、
手
形
抵
触
法
条
約
・
小
切
手
抵
触
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
、
さ
ら
に
は
、
わ

が
国
と
同
様
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
約
を
批
准
し
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
等
に
お
け
る
議
論
状
況
等
も
適
宜
参
考
に
し
な
が
ら
、
検
討
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を
加
え
て
き
た
。

　

報
告
書
に
は
、
勉
強
会
の
開
催
に
先
立
ち
、
法
務
省
、
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
附
属
の
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン

タ
ー
内
の
池
田
寅
二
郎
文
庫
、
学
習
院
大
学
法
学
部
図
書
館
、
東
北
大
学
法
学
部
図
書
館
等
の
協
力
を
得
て
、
現
行
手
形
法
・
小
切

手
法
の
立
法
に
関
連
す
る
各
種
資
料
や
文
献
の
収
集
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
料
収
集
の
範
囲
は
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
会
議
の
議
事
録
等
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
勉
強
会
で
は
、
現
行
手
形
法
・
小
切
手
法
の
立
法
資
料
及
び
同
法
に
関
す
る
判

例
・
学
説
、
さ
ら
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
の
議
事
録
が
参
照
さ
れ
た
ほ
か
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
批
准
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
の
法
文
や
そ
の
解
釈
論
等
も
参
考
と
さ
れ
た
。
手
形
法
・
小
切
手
法
の
現
代
語
化
と
い
う
作
業
が
、
単
な
る
文
字
の
現
代
語
化

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
言
の
趣
旨
を
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
趣
旨
を
反
映
さ
せ
た
か
た
ち
で
の
文
言
の
現
代
語
化
で
あ
る
た
め
に

は
、
現
行
手
形
法
・
小
切
手
法
に
関
す
る
立
法
資
料
や
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
だ
け
で
な
く
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
制
定
当

時
に
ま
で
遡
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
の
議
事
録
等
の
関
連
資
料
ま
で
を
も
精
査
す
る
こ
と
は
必
須
の
作
業
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
か

た
ち
で
勉
強
会
で
の
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
報
告
書
の
中
で
は
、
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
則
の
現
代
語
化
に
関
す
る
重
要
な
論
点
が
複

数
呈
示
さ
れ
て
お
り
、
勉
強
会
で
の
検
討
結
果
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
な
箇
所
も
複
数
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
手
形
法
・
小
切
手
法
の
現
代
語
化
に
関
す
る
検
討
は
、
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
今
後
の
手
形
法
及
び
小
切

手
法
の
現
代
語
化
作
業
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

（
1
）　
「
商
事
法
（
手
形
法
・
小
切
手
法
関
係
）
勉
強
会
」
は
、
神
作
裕
之
東
京
大
学
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
、
伊
藤
雄
司
上
智
大
学
法

学
部
（
当
時
専
修
大
学
法
学
部
）
准
教
授
、
小
出
篤
学
習
院
大
学
法
学
部
教
授
、
後
藤
元
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
准
教
授

（
兼
法
務
省
民
事
局
調
査
員
）、
松
井
智
予
上
智
大
学
法
学
部
准
教
授
、
河
合
芳
光
法
務
省
民
事
局
商
事
課
長
（
前
民
事
局
参
事
官
）、
松
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井
信
憲
法
務
省
民
事
局
参
事
官
、
本
條
裕
法
務
省
民
事
局
付
、
児
玉
禎
治
在
オ
ラ
ン
ダ
日
本
国
大
使
館
一
等
書
記
官
（
前
法
務
省
民
事
局

付
）、
高
橋
玄
法
務
省
民
事
局
付
、
筆
者
（
第
九
回
の
み
参
加
）
の
参
加
の
も
と
、
平
成
二
三
年
九
月
か
ら
平
成
二
四
年
七
月
ま
で
（
全

一
三
回
）
開
催
さ
れ
た
。

（
2
）　
『
商
事
法
（
手
形
法
・
小
切
手
法
関
係
）
勉
強
会
報
告
書
』（
公
益
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
・
二
〇
一
三
年
二
月
）。
本
報
告
書

の
一
〇
八
頁
以
下
にA

ppendix

①
と
し
て
、
勉
強
会
の
た
め
に
準
備
し
た
拙
稿
「
手
形
法
・
小
切
手
法
中
の
抵
触
規
定
に
関
す
る
一
考

察
―
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
―
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
論
考
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

例
え
ば
、
佐
々
穆
「Locus regit actum

の
原
則
と
国
際
手
形
及
小
切
手
法
」
法
学
新
報
四
五
巻
四
号
（
一
九
三
五
年
）
三
八
〜

五
六
頁
、
川
上
太
郎
「
国
際
私
法
上
に
於
け
る
手
形
能
力
及
び
手
形
行
為
の
方
式
」
国
民
経
済
雑
誌
五
九
巻
三
号
（
一
九
三
五
年
）
四
九

〜
六
八
頁
、
川
上
太
郎
「
手
形
行
為
の
効
力
の
準
拠
法
に
就
て
」
国
民
経
済
雑
誌
六
二
巻
一
号
（
一
九
三
七
年
）
三
九
〜
五
四
頁
、
川
上

太
郎
「
国
際
私
法
上
に
於
け
る
遡
及
権
行
使
の
期
間
」
国
民
経
済
雑
誌
六
五
巻
五
号
（
一
九
三
八
年
）
四
一
〜
六
〇
頁
、
川
上
太
郎
「
国

際
私
法
上
に
於
け
る
基
本
手
形
と
爾
後
の
手
形
行
為
と
の
関
係
」
国
民
経
済
雑
誌
六
四
巻
六
号
（
一
九
三
八
年
）
二
七
〜
四
八
頁
、
実
方

正
雄
「
手
形
の
渉
外
関
係
」
鈴
木
竹
雄
＝
大
隅
健
一
郎
編
『
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
５
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
七
年
）
二
三
二
〜
二
七

〇
頁
、
岡
野
祐
子
「
手
形
・
小
切
手
法
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定
」
渡
辺
惺
之
＝
野
村
美
明
編
『
論
点
解
説
国
際
取
引
法
』（
法
律
文
化

社
・
二
〇
〇
二
年
）
八
八
〜
九
六
頁
、
等
が
あ
る
。
ま
た
、
手
形
法
・
小
切
手
法
施
行
以
前
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
手
形
・
小
切
手
に

関
す
る
準
拠
法
上
の
問
題
を
扱
っ
た
論
考
と
し
て
、
山
田
三
良
「
外
国
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
手
形
行
為
ニ
就
テ
」
法
学
新
報
一
六
巻
一
号

（
一
九
〇
六
年
）
一
六
〜
二
七
頁
、
松
野
祐
裔
「
国
際
手
形
準
拠
法
論
」
京
都
法
学
会
雑
誌
二
巻
一
号
〜
三
号
（
一
九
〇
七
年
）
一
〜
六

四
頁
、
佐
竹
三
吾
「
外
国
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
手
形
行
為
ノ
効
力
ハ
何
レ
ノ
国
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
定
ム
ヘ
キ
ヤ
」
法
学
新
報
一
七
巻
三
号

（
一
九
〇
七
年
）
九
〜
一
九
頁
・
四
号
（
一
九
〇
七
年
）
一
〇
〜
二
四
頁
、
山
口
弘
一
「
失
占
無
記
名
証
券
ノ
準
拠
法
ニ
関
ス
ル
万
国
国

際
法
学
会
ノ
決
議
ニ
就
テ
」
国
家
学
会
雑
誌
二
一
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
七
年
）
二
七
〜
四
六
頁
、
山
口
弘
一
「
我
渉
外
手
形
法
ト
為
替
手

形
約
束
手
形
統
一
規
則
」
法
学
協
会
雑
誌
三
二
巻
一
〇
号
（
一
九
一
四
年
）
五
七
〜
九
六
頁
・
一
一
号
（
一
九
一
四
年
）
五
七
〜
八
九
頁
、

跡
部
定
次
郎
「
統
一
手
形
法
ニ
於
ケ
ル
手
形
能
力
ノ
準
拠
法
ニ
就
テ
」
京
都
法
学
会
雑
誌
九
巻
一
号
（
一
九
一
四
年
）
六
五
〜
七
八
頁
・

三
号
（
一
九
一
四
年
）
八
七
〜
一
〇
一
頁
等
が
あ
る
。
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（
4
）　

高
杉
直
「
手
形
法
・
小
切
手
法
の
国
際
私
法
規
定
」
櫻
田
嘉
章
＝
道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法
第
２
巻 

法
の
適
用
に
関
す
る

通
則
法
§§ 

24
〜
43
・
附
則
、
特
別
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
一
年
）
四
三
〇
〜
四
四
八
頁
。

（
5
）　

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
の
議
事
録
の
英
語
版
と
し
て
、League of N

ations, Records of the International Conference for the 
U
nification of Law

s on Bill of Exchange, Prom
issory N

otes and Cheques; First Session: Bills of Exchange and 
Prom

issory N
otes 

（League of N
ations, 1930

）, League of N
ations, Records of the International Conference for the 

U
nification of Law

s on Bill of Exchange, Prom
issory N

otes and Cheques; Second Session: Cheques 

（League of 
N
ations, 1931

）
が
、
仏
語
版
と
し
て
、Société des N
ations, Com

ptes rendus de la conférence internationale pour 
lʼunification du droit en m

atière de lettre de change, billets à ordre et chèques, tenue à Genève, du 13 m
ai au 7 

juin 1930, Prem
ière session : Lettre de change et billets à ordre 

（1930. II. 27.

）, Société des N
ations, Com

ptes 
rendus de la conférence internationale pour lʼunification du droit en m

atière de lettre de change, billets à ordre et 
chèques, tenue à Genève, du 23 février au 19 m

ars 1931, D
euxiem

e session : Cheques （1931. II. B 11.

）が
あ
り
、
本
稿

で
は
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
。

（
（
）　

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
三
〇
年
の
手
形
抵
触
法
条
約
を
国
内
法
化
し
た
手
形
法
（W

echselgesetz; W
G

（
一
九
三
三
年
六
月
二
一
日

公
布
）（RGBl. I 399

））
の
九
一
条
以
下
に
、
一
九
三
一
年
の
小
切
手
抵
触
法
条
約
を
国
内
法
化
し
た
小
切
手
法
（Scheckgesetz

（
一
九
三
三
年
八
月
一
四
日
公
布
）（RGBl. I 597
））
の
六
〇
条
以
下
に
抵
触
規
則
が
あ
る
。

（
7
）　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
三
〇
年
の
手
形
抵
触
法
条
約
と
一
九
三
一
年
の
小
切
手
抵
触
法
条
約
の
二
つ
の
条
約
が
直
接
適
用
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
手
形
抵
触
法
条
約
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
六
年
四
月
八
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
、
同
条
約
を
批
准
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
加
入
の
文
書
は
、
一
九
三
六
年
四
月
二
七
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
寄
託
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
六
年
一
〇

月
二
一
日
の
デ
ク
レ
（J. O

., 24 octobre 193（, p. 11082.
）
に
よ
っ
て
、
同
条
約
は
フ
ラ
ン
ス
で
公
布
さ
れ
た
。

（
8
）　

伊
澤
孝
平
『
手
形
法
・
小
切
手
法
（
初
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
四
九
年
）
五
七
八
頁
。

（
9
）　

通
則
法
四
条

　
「
①
人
の
行
為
能
力
は
、
そ
の
本
国
法
に
よ
っ
て
定
め
る
。

　

②
法
律
行
為
を
し
た
者
が
そ
の
本
国
法
に
よ
れ
ば
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
と
な
る
と
き
で
あ
っ
て
も
行
為
地
法
に
よ
れ
ば
行



41

手形法・小切手法中の抵触規則に関する一考察

為
能
力
者
と
な
る
べ
き
と
き
は
、
当
該
法
律
行
為
の
当
時
そ
の
す
べ
て
の
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
在
っ
た
場
合
に
限
り
、
当

該
法
律
行
為
を
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
能
力
者
と
み
な
す
。

　

③
前
項
の
規
定
は
、
親
族
法
又
は
相
続
法
の
規
定
に
よ
る
べ
き
法
律
行
為
及
び
行
為
地
と
法
を
異
に
す
る
地
に
在
る
不
動
産
に
関
す

る
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。」

（
10
）　

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
手
形
法
九
一
条
二
項
は
、「
こ
の
規
定
は
、
内
国
人
が
外
国
に
お
い
て
義
務
を
負
う
場
合
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な

い
。」
と
定
め
て
い
る
。

（
11
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus 

（prem
ière session

）, pp. 350 et suiv. 

大
橋
光
雄
『
新
統
一
手
形
法
論
（
下
）』

（
有
斐
閣
・
一
九
三
三
年
）
八
五
九
頁
も
同
旨
。
な
お
、
高
杉
・
前
掲
注
（
4
）
四
三
二
頁
以
下
は
、
①
成
年
・
未
成
年
等
の
年
齢
に
基

づ
く
行
為
能
力
の
制
限
の
ほ
か
、
②
後
見
等
の
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
に
欠
け
る
者
の
行
為
能
力
の
制
限
、
③
妻
の
無
能
力
等
の
婚
姻
に

基
づ
く
行
為
能
力
の
制
限
を
も
含
む
と
す
る
の
が
手
形
抵
触
法
条
約
起
草
時
の
見
解
で
あ
る
と
す
る
。

（
12
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 155, pp. 347-348.

（
13
）　

川
上
・
前
掲
注
（
3
）「
国
際
私
法
上
に
於
け
る
手
形
能
力
及
び
手
形
行
為
の
方
式
」
三
四
六
頁
、
高
杉
・
前
掲
注
（
4
）
四
三
三

頁
等
。

（
14
）　

こ
の
ほ
か
に
も
、
同
改
正
に
よ
り
、
法
例
旧
規
定
四
条
一
項
の
「
禁
治
産
」
が
「
後
見
開
始
ノ
審
判
」
に
、「
禁
治
産
者
」
が
「
成

年
被
後
見
人
」
に
、「
宣
告
」
が
「
審
判
」
に
改
め
ら
れ
、
同
条
二
項
の
「
禁
治
産
ノ
原
因
」
が
「
後
見
開
始
ノ
審
判
ノ
原
因
」
に
、「
禁

治
産
ノ
宣
告
」
が
「
後
見
開
始
ノ
審
判
」
に
、
五
条
の
「
準
禁
治
産
」
が
「
保
佐
開
始
ノ
審
判
及
ビ
補
助
開
始
ノ
審
判
」
に
、
二
四
条
二

項
の
「
禁
治
産
ノ
宣
告
」
が
「
後
見
開
始
ノ
審
判
」
に
、
二
五
条
の
「
保
佐
」
が
「
保
佐
及
ビ
補
助
」
に
改
め
ら
れ
た
。

（
15
）　

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
〔
第
六
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
一
六
三
頁
。

（
1（
）　M
oraw

itz, D
as internationale W

echselrecht, 1991, S. 75; Bülow
, H
eidelberger K

om
m
entar zum

 W
echselgesetz, 

Scheckgesetz und zu den A
llgem

einen Geschäftsbedingungen, 3. A
ufl., 2000, S. 377; Baum

bach, H
eferm

ehl und 
Casper, W

echselgesetz und Scheckgesetz, 23. A
ufl. 2008, S. 411.

（
17
）　M

oraw
itz, a. a. O

., S. 75.

（
18
）　

同
旨
、
大
橋
・
前
掲
注
（
11
）
八
五
九
頁
。
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（
19
）　

田
中
耕
太
郎
『
手
形
法
小
切
手
法
概
論
（
訂
正
第
四
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
三
七
年
）
六
一
八
頁
。

（
20
）　

田
中
（
耕
）・
前
掲
注
（
19
）
六
一
八
頁
、
実
方
・
前
掲
注
（
3
）
二
四
六
頁
以
下
。

（
21
）　

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、Société des N

ations, Com
ptes rendus 

（prem
ière session

）, pp. 352-355. 

大
橋
・
前
掲
注

（
11
）
八
七
六
頁
、
川
上
・
前
掲
注
（
3
）「
国
際
私
法
に
於
け
る
手
形
能
力
及
び
手
形
行
為
の
方
式
」
六
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
22
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 155.

（
23
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 155.

（
24
）　Chem

aly, Conflits de lois en m
atière dʼeffets de com

m
erce, Recueil des Cours La H

aye, 1988, t. 209, p. 374 ; 
Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, pp. 352 et suiv.

（
25
）　Baum

bach, H
eferm

ehl und Casper, a. a. O
., A
rt.92 Rn.1

を
指
す
。

（
2（
）　

東
京
地
判
平
成
八
年
九
月
一
二
日
（
判
例
時
報
一
五
九
〇
号
一
四
〇
頁
）。

（
27
）　

田
中
（
耕
）・
前
掲
注
（
19
）
六
二
〇
頁
以
下
。

（
28
）　

田
中
（
耕
）・
前
掲
注
（
19
）
六
一
五
頁
。

（
29
）　

伊
澤
・
前
掲
注
（
8
）
五
八
三
頁
。

（
30
）　

実
方
・
前
掲
注
（
3
）
二
五
二
頁
以
下
。

（
31
）　

実
方
・
前
掲
注
（
3
）
二
四
二
頁
。

（
32
）　

田
中
誠
二
＝
山
村
忠
平
＝
堀
口
亘
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
手
形
法
』（
勁
草
書
房
・
一
九
七
一
年
）
一
一
二
七
頁
。

（
33
）　

田
中
＝
山
村
＝
堀
口
・
前
掲
注
（
32
）
一
一
二
三
頁
。

（
34
）　

大
隅
健
一
郎
＝
河
本
一
郎
『
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
（
初
版
第
一
刷
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
七
年
）
四
六
二
頁
。

（
35
）　

大
隅
＝
河
本
・
前
掲
注
（
34
）
四
六
一
頁
。

（
3（
）　

例
え
ば
、
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
三
一
三
頁
、
山
田
鐐
一
『
国
際
私
法
〔
第
三
版
〕』

（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
年
）
二
七
一
頁
。

（
37
）　

久
保
岩
太
郎
『
国
際
私
法
概
論
（
改
訂
版
）（
訂
正
六
版
）』（
嚴
松
堂
書
店
・
一
九
五
四
年
）
一
四
五
頁
以
下
。

（
38
）　

高
杉
・
前
掲
注
（
4
）
四
三
七
頁
。
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（
39
）　Société des N

ations, Conférence internationale pour lʼunification du droit en m
atière de lettre de change, 

billets à ordre et chèques, Genève, le 17 février 1930 （docum
ent préparatoires

） （1929. II. 28.

）, p. 23.
（
40
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 35（.

（
41
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 3（0.

（
42
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, pp. 3（0-3（2.

（
43
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, pp. 430-432.

（
44
）　Chem

aly, op. cit., pp. 372 et suiv ; Libchaber, « Effets de com
m
erce et chèques », Répertoire droit international. 

1998, pp. 4 et suiv.

（
45
）　Chem

aly, op. cit., p. 40（.

（
4（
）　Baum

bach, H
eferm

ehl und Casper, a. a. O
., SS. 412-413.

（
47
）　Bülow

, a. a. O
., S. 382; Baum

bach, H
eferm

ehl und Casper, a. a. O
., S. 414. 

そ
れ
に
対
し
、
抵
触
法
条
約
は
手
形
行
為
の

実
質
的
有
効
性
の
問
題
ま
で
を
も
規
律
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
実
質
的
成
立
要
件
の
問
題
は
、
九
三
条
の
「
効
力
」
に
含
ま
れ
る
と

主
張
す
る
見
解
（Schnitzer, H
andbuch des Internationalen H

andels-, W
echsel- und Checkrecht, 1938, S. 398; Jacobi, 

W
echsel- und Scheckrecht unter Berücksichtigung des ausländischen Rechts, 1955, S. 1020.

）
も
あ
る
。

（
48
）　

大
橋
・
前
掲
注
（
11
）
八
八
八
頁
、
伊
澤
・
前
掲
注
（
8
）
五
八
六
頁
、
伊
澤
孝
平
『
手
形
法
・
小
切
手
法
（
第
一
三
版
）』（
有
斐

閣
・
一
九
五
六
年
）
五
八
五
頁
以
下
、
高
窪
喜
八
郎
＝
升
本
喜
兵
衛
＝
高
窪
利
一
編
『
法
律
学
説
判
例
総
覧
手
形
法
小
切
手
法
（
再
版
）』

（
中
央
大
学
出
版
部
・
一
九
六
二
年
）
八
一
四
頁
、
大
隅
＝
河
本
・
前
掲
注
（
34
）
四
六
四
頁
、
江
川
英
文
『
国
際
私
法
（
改
訂
）（
一
七

版
第
二
三
刷
）』（
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
）
三
二
一
頁
以
下
、
平
出
慶
道
＝
神
崎
克
郎
＝
村
重
慶
一
編
『
注
解
法
律
学
全
集
25
手
形
・
小

切
手
法
』（
青
林
書
院
・
一
九
九
七
年
）
六
〇
五
頁
（
田
邊
光
政
）、
高
杉
・
前
掲
注
（
4
）
四
四
〇
頁
等
。

（
49
）　

条
約
第
二
附
属
書
一
六
条

　
「
振
出
人
ガ
満
期
ニ
於
ケ
ル
資
金
ヲ
供
給
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
有
ス
ル
カ
否
カ
及
所
持
人
ガ
此
ノ
資
金
ノ
上
ニ
特
別
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
カ
否

カ
ノ
問
題
ハ
統
一
法
ノ
範
囲
外
ニ
在
ル
モ
ノ
ト
ス

　

手
形
ノ
振
出
ノ
基
礎
ヲ
成
セ
ル
関
係
ニ
関
ス
ル
他
ノ
一
切
ノ
問
題
ニ
付
テ
モ
亦
同
ジ
」
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T
he question w

hether the draw
er is obliged to provide cover 

（Provision

） at m
aturity and w

hether the holder 
has special rights to this cover rem

ains outside the scope of the U
niform

 Law
.

　
T
he sam

e applies to any other question concerning the legal relations on the basis of w
hich the bill w

as issued.
（
50
）　

翻
訳
は
、
大
橋
・
前
掲
注
（
11
）
八
八
九
頁
に
依
拠
し
た
。

（
51
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus 

（prem
ière session

）, p. 432. 

英
文
の
議
事
録
に
お
い
て
も
、
草
案
六
条
に
つ
い
て

は
仏
文
の
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）　Société des N

ations （docum
ent préparatoires

）, p. 23.

（
53
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 3（4.

（
54
）　

フ
ラ
ン
ス
法
の
手
形
資
金
制
度
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
柴
崎
暁
「
手
形
資
金
制
度
と
民
法
五
一
三
条
二
項
後
段
に
於
け
る
『
為
替

手
形
』（
下
・
完
）」
山
形
大
学
法
政
論
叢
二
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
55
）　

新
商
法
典
Ｌ
．
五
一
一-
七
条

　
「
振
出
人
又
は
委
託
手
形
の
委
託
者
は
資
金
を
供
す
る
こ
と
を
要
す
、
た
だ
し
、
委
託
手
形
の
振
出
人
は
裏
書
人
及
び
所
持
人
に
対
し

て
の
み
は
自
ら
責
を
免
れ
る
こ
と
な
し
。

　

為
替
手
形
の
満
期
に
お
い
て
、
支
払
人
が
、
振
出
人
に
対
し
て
、
又
は
、
振
出
の
計
算
が
帰
属
す
る
者
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
手

形
金
額
相
当
の
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
、
資
金
（provision

）
が
存
在
す
る
。

　

資
金
所
有
権
（propriété de la provision
）
は
、
為
替
手
形
の
所
持
人
に
順
次
移
転
す
る
。

　

引
受
は
資
金
を
推
定
せ
し
め
る
。

　

引
受
は
裏
書
人
に
対
す
る
関
係
で
資
金
の
証
拠
と
な
る
。

　

引
受
が
あ
り
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
異
議
が
あ
る
と
き
に
は
、
支
払
人
が
満
期
に
お
い
て
資
金
を
有
す
る
こ
と
は
、
振
出
人
の
み

が
こ
れ
を
証
明
す
る
責
に
任
ず
。
こ
の
証
明
な
き
と
き
は
、
拒
絶
証
書
が
所
定
の
期
間
経
過
後
に
作
成
さ
れ
て
い
た
と
き
と
い
え
ど
も
、

振
出
人
が
こ
れ
を
担
保
す
る
義
務
を
負
う
。」

（
5（
）　

柴
崎
・
前
掲
注
（
54
）
七
七
頁
。

（
57
）　

柴
崎
・
前
掲
注
（
54
）
七
七
頁
。
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（
58
）　

柴
崎
・
前
掲
注
（
54
）
八
六
頁
注
（
41
）
を
参
照
。

（
59
）　Chem

aly, op. cit., pp. 422 et suiv.
（
（0
）　Chem

aly, op. cit. pp. 422 et suiv ; Libchaber, op. cit., p. 7.

（
（1
）　Chem

aly, op. cit. pp. 422 et suiv ; Libchaber, op. cit., p. 7.

（
（2
）　Chem

aly, op. cit. pp. 424 et suiv.

（
（3
）　

小
切
手
抵
触
法
条
約
第
二
附
属
書
一
九
条

　
「
所
持
人
ガ
資
金
ノ
上
ニ
特
別
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
カ
否
カ
及
其
ノ
権
利
ノ
効
果
如
何
ノ
問
題
ハ
統
一
法
ノ
範
囲
外
ニ
在
ル
モ
ノ
ト
ス

　

小
切
手
ノ
振
出
ノ
基
礎
ヲ
成
セ
ル
関
係
ニ
関
ス
ル
他
ノ
一
切
ノ
問
題
ニ
付
テ
モ
亦
同
ジ
」

　

T
he question w

hether the holder has special rights to the cover and consequences of these rights rem
ain 

outside the scope of the U
niform

 Law
.

　

T
he sam

e applies to any other question concerning the legal relations on the basis of w
hich the cheque is 

issued.

（
（4
）　
（
英
語
正
文
）
⑹W

hether the holder has special rights to the cover and w
hat the nature is of these rights ;

（
仏

語
正
文
）（

° si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci

（
（5
）　

条
約
草
案
の
段
階
で
は
、
支
払
地
法
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
振
出
地
法
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
手
形
抵
触
法
条
約
六
条
が
支
払
地
法
で
は
な
く
、
振
出
地
法
を
準
拠
法
と
し
た
理
由
を
、
資
金
債
権
が
手
形
債
権
の
外
に
存
在
す
る

別
個
の
債
権
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
通
常
は
、
振
出
人
の
行
為
地
（
資
金
債
権
の
最
初
の
譲
渡
地
）
に
該
当
す
る
手
形
の
振

出
地
に
よ
ら
せ
る
の
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
升
本
重
夫
（
喜
兵
衛
）『
手
形
小
切
手
法
論
』

（
一
九
四
三
年
）
三
九
三
頁
以
下
。

（
（（
）　

司
法
省
民
事
局
編
纂
『
手
形
法
案
説
明
書
附
手
形
法
案
及
商
法
手
形
編
対
照
』（
松
華
堂
）
八
四
頁
。

（
（7
）　

伊
澤
・
前
掲
注
（
8
）
五
九
二
頁
。

（
（8
）　

高
窪
（
喜
）
＝
升
本
＝
高
窪
（
利
）
編
・
前
掲
注
（
48
）
八
一
四
頁
。

（
（9
）　

伊
澤
・
前
掲
注
（
8
）
五
八
五
頁
以
下
、
実
方
・
前
掲
注
（
3
）
二
五
九
頁
以
下
。
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（
70
）　

田
中
（
耕
）・
前
掲
注
（
19
）
六
二
〇
頁
。

（
71
）　

大
隅
＝
河
本
・
前
掲
注
（
34
）
四
六
七
頁
、
田
中
＝
山
村
＝
堀
口
・
前
掲
注
（
32
）
一
一
三
六
頁
。

（
72
）　

大
隅
＝
河
本
・
前
掲
注
（
34
）
四
六
七
頁
。

（
73
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （prem

ière session

）, p. 157 et p. 3（7.
（
74
）　

大
隅
＝
河
本
・
前
掲
注
（
34
）
四
六
七
頁
、
田
中
＝
山
村
＝
堀
口
・
前
掲
注
（
32
）
一
一
三
五
頁
。

（
75
）　

田
中
（
耕
）・
前
掲
注
（
19
）
六
二
〇
頁
、
伊
澤
・
前
掲
注
（
8
）
五
八
七
頁
、
服
部
榮
三
＝
星
川
長
七
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
手
形
法
・
小
切
手
法
（
第
三
版
）』（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
一
年
）
一
六
六
頁
〔
土
井
輝
生
〕。

（
7（
）　

升
本
・
前
掲
注
（
（5
）
五
〇
一
頁
。

（
77
）　Société des N

ations, Com
ptes rendus （deuxiem

e session

）, p. 115.


